
岐阜県森林・林業対策事業補助金交付要綱 
 

                                             平成１８年４月１日付け林第 ７号 

                                   一部改正   平成１９年４月２日付け林第  ２０号 

                                   一部改正   平成１９年８月１日付け林第３９７号 

                                   一部改正 平成１９年１０月１２日付け林第５４０号 

                                   一部改正  平成１９年１１月１日付け林第６３０号 

                  一部改正     平成２０年４月１日林第 １７号 

                  一部改正     平成２０年６月１日林第８１２号 

                                   一部改正     平成２１年２月９日林第８２９号 

                  一部改正    平成２１年４月２７日林第１２７号 

                                   一部改正     平成２１年７月９日林第４４７号 

                                   一部改正    平成２１年１０月８日林第５１０号 

                                   一部改正    平成２２年５月１１日林第１５４号 

                                   一部改正   平成２２年１１月２２日林第５４６号 

                                   一部改正   平成２２年１２月１６日林第６０７号 

                  一部改正    平成２３年５月２４日林第１７２号 

                  一部改正     平成２３年７月７日林第２８６号 

                  一部改正    平成２３年１０月６日林第４６４号 

                  一部改正    平成２４年４月 １日林第２０７号 

                  一部改正   平成２４年１１月２２日林第５７７号 

                  一部改正    平成２５年３月１３日林第８０６号 

                  一部改正     平成２５年４月１日林第１１５号 

                  一部改正    平成２５年５月１６日林第１７２号 

                  一部改正    平成２５年５月２４日林第２３２号 

                  一部改正    平成２５年１２月５日林第４２６号 

                  一部改正        平成２６年３月１９日林第５７６号 

                  一部改正     平成２６年４月１日林第１１２号 

                  一部改正        平成２７年３月１９日林第５２３号 

                  一部改正          平成２７年４月１日林第９３号 

                  一部改正         平成２８年４月１日林第１１６号 

                  一部改正      平成２８年１０月１７日林第３５３号 

                                   一部改正      平成２９年 ４月 １日林第１７０号  

一部改正      平成３０年 ４月 １日林第１６４号 

一部改正   平成３１年 ４月 １日林第１８８号 

一部改正    令和元年 ６月 １日林第２８３号 

一部改正    令和２年 ４月 １日林第１８６号 

一部改正    令和２年 ７月 ９日林第２６５号 

一部改正    令和２年１２月２５日林第６０２号 

一部改正    令和３年 ２月２５日林第６９０号 

一部改正    令和３年 ３月２４日林第７３９号 

一部改正    令和３年 ４月 １日林第１６２号 

一部改正    令和３年 ７月 ８日林第２８０号 

一部改正    令和３年１０月 ７日林第３５２号 

一部改正    令和４年 ３月１６日林第６８４号 



一部改正    令和４年 ４月 １日林第１５１号 

一部改正    令和４年 ６月３０日林第１７８号 

一部改正    令和５年 ３月１６日林第５７２号 

一部改正    令和５年 ４月 １日林第 ７５号 

一部改正    令和６年 ３月１３日林第６２２号 

一部改正    令和６年 ４月 １日林第１８６号 

一部改正    令和６年１２月２０日林第６２２号 

一部改正    令和７年 ４月 １日林第１９３号 

一部改正    令和７年 ７月１０日林第３０５号 

一部改正    令和８年 １月３０日林第６５２号 

一部改正    令和８年 ３月２５日林第７３５号 

一部改正    令和８年 ４月 １日林第１９５号 

 



 （総則） 

第１条 県は、森林の適正な保全並びに林業及び木材産業の振興を図るため、市町村、森林組合その

他知事が適当と認めるものが行う事業のうち必要と認めるものに要する経費に対し、予算の範囲内

で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、岐阜県補助金等交付規則（昭和５７年岐阜県

規則第８号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

 （補助対象事業等） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）及び経費（以下「補助対

象経費」という。）、補助金の額並びに補助事業者は、別表第１に掲げるとおりとする。 

２  地方債が充当される事業については、地方債を充当した後の市町村負担額に対し、補助金を交付

する。 

 

 （欠格事由） 

第３条 前２条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助事業者となることができない。 

一 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。次号にお

いて「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）  

二 暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）  

三 役員等（法人にあっては役員及び使用人（支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有す

る者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者（営業所の業務を統括する権限を代行し得る

地位にある者を含む。）をいう。以下同じ。）を、法人以外の団体にあっては代表者、理事その他

法人における役員及び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその使用人

をいう。以下同じ。）が暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与してい

る個人又は法人その他の団体（以下この条において「法人等」という。）  

四 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している個人又は法人等  

五 役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員等（暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過

しない者をいう。）を利用している個人又は法人等  

六 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的

又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している個人又は法人等  

七 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有して

いる個人又は法人等 

八 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であるこ  

とを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用して

いる個人又は法人等 

 

 （補助金の交付申請） 

第４条 補助金交付申請書の様式は、別表第１交付申請書の欄に特段の定めがある場合を除くほか、

別記第１号様式のとおりとする。 

２ 補助金交付申請書には、次の各号（森林整備事業（森林作業道整備事業（森林経営計画に基づい

て行うものを除く。）を除く。第３項において同じ。）、森林管理路緊急整備事業、作業道防災機能



強化事業、森林作業道強靭化事業、白山林道管理運営支援事業及びぎふの木で家づくり支援事業に

あっては、第２号を除く。）に掲げる書類を添付しなければならない。  

  一 別表第１の補助対象事業の区分に応じ、同表交付申請書の欄に掲げる書類 

 二 収支予算書（別記第２号様式） 

 三 補助対象事業の実施につき許可又は同意を要するものにあっては、これらを証する書類 

 四 その他知事が必要と認める書類 

３ 森林整備事業（更新伐を除く。）、森林管理路緊急整備事業、花粉の少ない森林への転換促進事

業、白山林道管理運営支援事業及びぎふの木で家づくり支援事業にあっては、事業の完了後におい

ても、申請をすることができる。 

４ 補助事業者が補助金交付申請書を提出するに当たって、各事業主体について当該補助金に係る消

費税等仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税

法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と

当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との

合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合に

は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等

仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。 

 

 （交付の条件等） 

第５条 補助金の交付を決定する場合に付ける条件は、規則第６条第１号から第５号までに掲げる事

項のほか、次に掲げる事項とする。 

    一  補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善

   良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運用を

     図ること。 

    二  前号の財産のうち、１件当たりの取得価格又は効用の増加額が５０万円以上の財産であって、

減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号。以下「大蔵省令」とい

う。）に定められているものについては、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間（大

蔵省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間。以下同じ。）内において、

知事の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又

は担保に供しないこと。 

    三 前号の知事の承認を受けて財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入の全部又

は一部を県に納付させることがあること。 

    四 補助対象事業を完了し、又は中止し、若しくは廃止した場合において、当該補助対象事業によ

り取得した工事材料その他物件が残存するときは、遅滞なく、品目、数量及びその金額を知事に

報告し、その指示を受けること。 

 五 間接補助金を交付する場合にあっては、間接補助事業者が第３条各号のいずれかに該当すると 

きは、間接補助金を交付しないこと。 

六 間接補助金の交付に際しては、間接補助事業者に対し、次に掲げる条件を付けること。 

     ア 間接補助金を他の用途に使用し、その他間接補助事業に関して間接補助金の交付の決定の内

容若しくはこれに付けた条件又は規則若しくはこの要綱に違反したときは、当該間接補助金の

交付の決定の全部又は一部を取り消し、及び既に交付した間接補助金の全部又は一部の返還を



命ずることがあること。 

   イ 間接補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（不動産及びその従物並びに１件当た

りの取得価格又は効用の増加価格が 50 万円以上の機械及び器具をいう。）については、大蔵

省令に定める耐用年数に相当する期間を経過するまで、補助事業者の承認を受けないで間接補

助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しないこと。 

 七 その他知事が必要と認める事項 

２ 規則第６条第１号及び第２号の知事の定める軽微な変更は、別表第２に掲げる変更以外の変更と 

する。 

３ 規則第６条第１号から第３号までの承認を受ける場合の申請書は、別記第３号様式のとおりとす 

る。 

 

 （申請の取下げ） 

第６条 規則第８条第１項の規定により申請の取下げをすることができるのは、補助金の交付の決定

の日から１５日以内とする。 

 

 （状況報告等） 

第７条 補助事業者は、補助対象事業（別表第３に掲げる事業を除く。以下この項において同じ。）

に着手したとき（間接補助事業の場合は、間接補助事業の着手の報告を受けたとき）は事業着手届

（間接補助事業の場合は、事業着手報告）（別記第４号様式）を、補助対象事業が完了したとき（間

接補助事業の場合は、事業完了の報告を受けたとき）は事業完了届（間接補助事業の場合は、事業

完了報告）（別記第４号様式）を知事に提出し、別に知事が定めるところによりその確認を受けな

ければならない。 

２  知事は、必要と認めるときは、補助事業者に対し、補助金の交付決定のあった日の属する年度の

１２月３１日現在における事業遂行状況報告書（別記第５号様式）の提出を求めることができる。 

 

  （実績報告） 

第８条 実績報告書の様式は、別表第１実績報告書の欄に特段の定めがある場合を除くほか、別記第

６号様式のとおりとする。 

２ 実績報告書には、次の各号（別表第４に掲げる事業にあっては第１号、森林整備事業（森林作業

道整備事業（森林経営計画に基づいて行うものを除く。）を除く。）、森林管理路緊急整備事業、白

山林道管理運営支援事業及びぎふの木で家づくり支援事業にあっては第２号を除く。）に掲げる書

類を添付しなければならない。 

  一  補助金精算書（別記第７号様式（災害復旧事業にあっては、別記第８号様式）） 

  二  収支決算書（別記第９号様式）  

  三  事業実績書（別表第１の補助対象事業の区分に応じ同表実績報告書の欄に掲げる書類） 

  四  その他知事が必要と認める書類 

３  実績報告書の提出期限は、補助対象事業の完了（廃止の承認を受けた場合を含む。）の日から起

算して２０日を経過した日（補助対象事業の完了後に補助金交付申請書を提出した場合は、交付決

定の日から起算して２０日を経過した日）又は当該完了の日の属する年度の翌年度の４月５日のい

ずれか早い日までとする。ただし、補助金の全額を概算払により交付された場合にあっては、当該



補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の４月３０日までとする。 

４ 第４条第４項ただし書の規定の適用を受けて交付申請した補助事業者は、実績報告書を提出する

に当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、別記第１０号様

式を添付し、これを補助金額から減額して報告しなければならない。 

５ 第４条第４項ただし書の規定の適用を受けて交付申請した補助事業者は、実績報告書を提出した

後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定し

た場合には、その金額（前項の規定により減額した場合には、その金額を減じた額を上回る部分の

金額）を別記第１０号様式及び別記第１１号様式により速やかに知事に報告するとともに、知事の

命令を受けてこれを返還しなければならない。 

６ 前項の規定による報告は、実績報告書を提出した日の属する年度（当該補助金に係る消費税等仕

入控除税額が確定していない場合にあっては、当該年度の翌年度）の６月１５日までに行うものと

する。 

 

  （補助金の交付方法及び補助金交付請求書） 

第９条 知事は、特に必要があると認めるときは、補助金の概算払又は前金払をすることができる。 

２  補助金交付請求書の様式は、別記第１２号様式（概算払又は前金払の場合にあっては、別記第１

３号様式）のとおりとする。 

３ 概算払又は前金払の場合における補助金交付請求書には、補助金請求内訳書（別記第１４号様式）

を添付しなければならない。 

 

 （暴力団の排除） 

第１０条 規則第４条の規定による申請があった場合において、当該申請をした者が第３条の規定に

該当するときは、知事は、その者に対して、補助金の交付をしないものとする。 

２ 知事は、規則第５条の規定による交付決定をした後において、当該交付決定を受けた者が第３条

の規定に該当することが明らかになったときは、規則第１７条第１項の規定により、補助金の交付

決定を取り消すものとする。 

３ 前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、知事は、規則第１８条の規定により

補助金の返還を命ずるものとする。 

 

  （財産処分の制限等） 

第１１条  規則第２１条第２号に規定する知事の定める機械及び重要な器具は、１件当たりの取得価

格又は効用の増加額が５０万円以上の機械及び器具とする。 

２  規則第２１条ただし書の知事が定める期間は、大蔵省令に規定する期間のほか、農林畜水産業関

係 補助金等交付規則（昭和３１年農林省令第１８号）別表に掲げる期間とする。 

３  補助事業者が規則第２１条の規定により承認を受け財産を処分したことにより収入があったと

きは、知事は、その交付した補助金の全部又は一部を県に納付させることができる。 

 

  （書類、帳簿等の保存期間） 

第１２条 規則第２２条に規定する書類、帳簿等の保存期間は、補助対象事業の完了の日の属する年

度の翌年度以後５年間（当該補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分の制限を



受ける期間が５年を超える場合にあっては、当該期間）とする。 

 

  （書類の提出部数等） 

第１３条  この要綱に基づき提出する書類の部数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定め

る部数とする。 

一 書面により提出する場合 正副各１部 

二 電子ファイルにより提出する場合 １部 

２ この要綱に基づき提出する書類は、別表第１書類の経由（提出）機関の欄に掲げる機関を経由 

しなければならない。 

 

  （事務の委任） 

第１４条  規則第２３条後段の規定により農林事務所長に委任する事務は、別表第５のとおりとする。 

 

  （県の補助により実施した旨の表示） 

第１５条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき、又は当該補助対象事業の実施により一部供

用を開始するときは、当該補助対象事業を県の補助により実施した旨の表示を行うものとする。こ

の場合において、表示に要する経費は、補助金対象経費とする。 

２ 表示の方法及び文言その他必要な事項については、「補助事業の周知及び実績の報告ルールにつ

いて」の細部運用について（平成１５年５月１９日付け農山第２２７号農山村整備局長通知）によ

る。 

 

  （その他） 

第１６条  この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

 

     附  則 

１  この要綱は、平成１８年度分の予算に係る補助金から適用する。 

２  岐阜県林業振興等対策事業補助金交付要綱（昭和５７年５月１日付け林政第１４０号）は廃止す

る。 

３  この要綱の制定前に、前項に掲げる要綱若しくは岐阜県農山村整備事業補助金交付要綱（平成１

３年４月１日付け農整第１号）に基づいてなされた平成１７年度の予算に係る補助金についての交

付申請その他の行為は、この要綱の相当の規定に基づいてなされた行為とみなす。 

 

   附  則   

 この要綱は、平成１９年４月１日から適用する。  

   附 則 

 この要綱は、平成１９年８月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年１０月１２日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年１１月１日から適用する。 



   附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年６月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年２月９日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年度分の予算に係る補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年７月９日から施行する。ただし、この要綱中地域協議会に関する規定に係

る部分は、同年５月２９日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年１０月８日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年度分の予算に係る補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年１１月２２日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年１２月１６日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年度分の予算に係る補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年度分の予算に係る補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年１０月６日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年度分の予算に係る補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成２４年１１月２２日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年３月１３日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年５月１６日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年５月２４日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年１２月５日から施行する。 

   附 則 



 この要綱は、平成２６年３月１９日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。  

附 則 

 この要綱は、平成２７年３月１９日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。  

附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  

附 則 

 この要綱は、平成２８年１０月１７日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和元年 ６月 １日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年 ７月 ９日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年１２月２５日から施行する。 

附 則 

 １ この要綱は、令和３年  ２月２５日から施行する。  

 ２ 改正前の本要綱に基づき実施された事業については、なお従前の例によるものとする。  

附 則 

 この要綱は、令和２年度分の予算に係る補助金から適用する。ただし、様式に係る部分は、令

和３年度分の予算に係る補助金から適用する。 

附 則  

 この要綱は、令和３年度分の予算に係る補助金から適用する。  

附 則  

 この要綱は、令和３年度分の予算に係る補助金から適用する。  

附 則  

 この要綱は、令和３年度分の予算に係る補助金から適用する。  

附 則  

 この要綱は、令和３年度分の予算に係る補助金から適用する。  

   附 則  



 この要綱は、令和４年度分の予算に係る補助金から適用する。  

附 則  

 この要綱は、令和４年度分の予算に係る補助金から適用する。  

附 則 

 この要綱は、令和４年度分の予算に係る補助金から適用する。  

附 則 

 この要綱は、令和５年度分の予算に係る補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年度分の予算に係る補助金から適用する。  

附 則 

 １ この要綱は、令和７年度分の予算に係る補助金から適用する。  

２ 別表第１（第２条関係）の６森林整備事業において、改正前の本要綱に基づき実施され前年度 

中に完了した事業は、なお従前の例による。 

附 則 

 １ この要綱は、令和８年度分の予算に係る補助金から適用する。  

２ 別表第１（第２条関係）の６森林整備事業において、改正前の本要綱に基づき実施され前年度 

中に完了した事業は、なお従前の例による。 



別表第１（第２条関係） 

 

１ 林道開設等事業 

  

補   助   対   象   事   業 
 

補助対象経費 

 

補助金の額 補助事業者 

 

交付申請書 

 

実績報告書 
書類の経由 

（提出）機関 

 

１ 公共 

事業 

 

(1)  森林

環境保全 

整備事業 

 

林道整備 

事業 

 

 

林業生産基盤整

備道及び山村強

靭化林道開設 

(1)森林造成林道 

 

ア 過疎・特定・準特定・水特・

複層林・特保 

 

利用区域の面積（以下この表において

「面積」という。）が30ヘクタール以

上 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の7以内の額 

(連絡林道にあっ

ては、10分の7.5以

内の額） 

 

市町村、森林組

合等（森林組合

、生産森林組合

及び県森連をい

う。以下同じ。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県林道開設

事業等補助金取

扱要領に定める

様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県林道開

設事業等補助

金取扱要領に

定める様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管農林事務

所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ その他 

 

面積が50ヘクタール以上 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

林業生産基盤整

備道及び山村強

靭化林道開設 

(2)峰越連絡林道 

 

ア 幹線 

 

面積が500ヘクタール以上 

 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

3分の2以内の額 

 

イ その他 

 

過疎、山振 

 

面積が100ヘクタール以上 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の7以内の額 

 

その他 

 

補助対象経費の 

3分の2以内の額 

 

林業生産基盤整

備道及び山村強

靭化林道開設 

(3) 

(1)及び(2)以外

の林道 

 

ア 過疎 

 

面積が30ヘクタール以上 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の7以内の額 

(連絡林道にあっ

ては、10分の7.5

以内の額) 

 

イ 山振 

 

面積が50ヘクタール以上（特定・準

特定・水特・複層林・特保は、30ヘ

クタール以上） 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

ウ その他 

 

面積が50ヘクタール以上（特定・準

特定・水特・複層林・特保は、30ヘ

クタール以上） 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の10

分の6.5以内の額

（連絡林道にあっ

ては、10分の7以内

の額） 

 

林業生産基盤整

備道改良 

 

・橋りょう改良 

・局部改良 

・雪害防止 

・ずい道改良 

・幅員拡張 

・のり面保全 

・交通安全施設 

・舗装 

・作業ポイント 

整備 

・接続路整備 

 

改良 

(舗装 

以外) 

 

 

 

ア 幹線 

 

面積が500ヘクタール以上（過疎又は

山振は、200ヘクタール以上）又は利

用区域の全部若しくは一部が効率的

施業区域と重複する場合であって、

面積が50ヘクタール以上（過疎又は

山振は、30ヘクタール以上） 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の6以内の額  

 

イ 

 

その他 

 

個別施設計画 

対象施設 

 

面積が50ヘクタール以上 

（過疎は、30ヘクタール以上） 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の6以内の額 

 

上記以外 

 

補助対象経費の 

10分の5以内の額 

 

 



  

補   助   対   象   事   業 
 

補助対象経費 

 

補助金の額 補助事業者 

 

交付申請書 

 

実績報告書 
書類の経由 

（提出）機関 

 

１ 公共 

事業 

 

 

(1)  森林

環境保全整

備事業 

 

 

林道整備 

事業 

 

 

改良 

(舗装） 

 

ア 幹線 

 

面積が500ヘクタール以上（過疎又は

山振は、200ヘクタール以上）又は利

用区域の全部若しくは一部が効率的

施業区域と重複する場合であって、

面積が50ヘクタール以上（過疎又は

山振は、30ヘクタール以上） 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

3分の2以内の額 

 

市町村、森林組

合等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県林道開設

事業等補助金取

扱要領に定める

様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県林道開

設事業等補助

金取扱要領に

定める様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管農林事務

所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ その他 

 

面積が50ヘクタール以上 

（過疎は、30ヘクタール以上） 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の5以内の額 

 

山村強靭化林道

改良 

 

・橋りょう改良 

・局部改良 

・雪害防止 

・ずい道改良 

・幅員拡張 

・のり面保全 

・交通安全施設 

・舗装 

・作業ポイント整

 備 

・接続路整備 

 

改良 

(舗装 

以外) 

 

ア 幹線 

 

直接又は支線若しくは分線を経由し

て道路又は一般交通の用に供する農

道に二箇所以上で接続する林道であ

って、面積が50ヘクタール以上（過

疎又は山振は、30ヘクタール以上） 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の6以内の額 

イ  

その他 

 

個別施設計画 

対象施設 

 

面積が50ヘクタール以上 

（過疎は、30ヘクタール以上） 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の6以内の額 

 

上記以外 

 

補助対象経費の 

10分の5以内の額 

 

改良 

(舗装) 

 

ア 幹線 

 

直接又は支線若しくは分線を経由し

て道路又は一般交通の用に供する農

道に二箇所以上で接続する林道であ

って、面積が50ヘクタール以上（過

疎又は山振は、30ヘクタール以上） 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

3分の2以内の額 

 

イ その他 

 

面積が50ヘクタール以上 

（過疎は、30ヘクタール以上） 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の5以内の額 

 

林業専用道開設 

 

ア 過疎・山振 
 

面積が10ヘクタール以上 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の7以内の額 

 

イ その他 

 

面積が10ヘクタール以上 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の10

分の6.5以内の額 

 

林業専用道改良 

・橋りょう改良 

・局部改良 

・雪害防止 

・幅員拡張 

・のり面保全 

・交通安全施設 

・山火事防止 

・災害避難施設 

・作業ポイント整

 備 

・接続路整備 

 

ア 幹線 

 

(a)利用区域の全部又は一部が効率

的施業区域又は生産基盤強化区域と

重複する場合であって、面積が50ヘ

クタール以上（過疎又は山振は、30

ヘクタール以上） 

(b)利用区域の全部又は一部が重点

区域及び生産基盤強化区域と重複す

る場合であって、面積が50ヘクター

ル以上（過疎又は山振は、30ヘクタ

ール以上）かつ利用区域と重複する

重点区域の面積が10ヘクタール以上 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の6以内の額 



  

補   助   対   象   事   業 
 

補助対象経費 

 

補助金の額 補助事業者 

 

交付申請書 

 

実績報告書 
書類の経由 

（提出）機関 

 

１ 公共 

事業 

 

 

(1) 森林 

環境保全 

整備事業 

 

林道整備 

事業 

 

 

イ その他 

 

面積が10ヘクタール以上 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の5以内の額 

 

市町村、森林組

合等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県林道開設

事業等補助金取

扱要領に定める

様式 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県林道 

開設事業等補

助金取扱要領

に定める様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管農林事務

所長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設集約化（撤去） 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の5以内の額 

 

老朽化対策 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の6以内の額 

 

機能回復 

 

ア 林業生産基盤整備道又は林業専用道 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の6以内の額 

 

イ 山村強靭化林道 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の5以内の額 

 

農道等改良 

 

ア 開設と一

体的に実施 

 

林業生産基盤整備道及び山村強靭化林道のうち、森林

造成林道及び峰越連絡林道 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の6以内の額 

 

上記以外の林

道及び林業専

用道 

 

過疎・山振 

 

補助対象経費の 

10分の6以内の額 

 

その他 

 

補助対象経費の10

分の5.5以内の額 

 

イ 改良と一

体的に実施 

 

幹線 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の6以内の額 

 

その他 

 

補助対象経費の 

10分の5以内の額 

 

林道施設

PCB廃棄物

処理促進対

策事業 

 

ＰＣＢの濃度分析調査 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の6以内の額 

 

ＰＣＢの処理 

 

(2)  農山

漁村地域整

備交付金 

 

 

育成林整備

事業 

 

 

森林管理道開設 

(1)森林造成林道 

 

ア 過疎・特定・準特定・水特・

複層林・特保 

 

面積が30ヘクタール以上 

 

工事費（工事雑費を除

く。） 

 

補助対象経費の 

10分の7以内の額 

（連絡林道にあっ

ては、10分の7.5以

内の額） 

 

イ その他 

 

面積が50ヘクタール以上 

 

工事費（工事雑費を除

く。） 

 

森林管理道開設 

(2)峰越連絡林

道 

 

ア 幹線 

 

面積が500ヘクタール以上 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

3分の2以内の額 

 

イ その他 

 

過疎・山振 

 

面積が100ヘクタール以上 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の7以内の額 



  

補   助   対   象   事   業 
 

補助対象経費 

 

補助金の額 補助事業者 

 

交付申請書 

 

実績報告書 
書類の経由 

（提出）機関 

 

１ 公共 

事業 

 

 

(2) 農山 

漁村地域整

備交付金 

 

 

育成林整備

事業 

 

その他 

 

補助対象経費の 

3分の2以内の額 

 

市町村、森林組

合等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県林道開設

事業等補助金取

扱要領に定める

様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県林道 

開設事業等補

助金取扱要領

に定める様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管農林事務

所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林管理道開設 

(3) 

(1)及び(2)以外

の林道 

 

ア 過疎 

 

面積が30ヘクタール以上 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の7以内の額 

（連絡林道にあっ

ては、10分の7.5以

内の額） 

 

イ 山振 

 

面積が50ヘクタール以上（特定・準

特定・水特・複層林・特保は、30ヘ

クタール以上） 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

ウ その他 

 

面積が50ヘクタール以上（特定・準

特定・水特・複層林・特保は、30ヘ

クタール以上） 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の10

分の6.5以内の額

（連絡林道にあっ

ては、10分の７以内

の額） 

 

林業専用道開設 

 

ア 過疎・山振 

 

面積が10ヘクタール以上 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の7以内の額 

 

イ その他 

 

面積が10ヘクタール以上 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の10

分の6.5以内の額 

 

森林施業道開設 

 

ア 過疎・山振 

 

面積が10ヘクタール以上 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の7以内の額 

（連絡林道にあっ

ては、10分の7.5以

内の額） 

 

イ その他 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の6.5以内の

額（連絡林道にあっ

ては、10分の７以内

の額） 

 

接続路 

作業ﾎ゚ ｲﾝﾄ 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の10

分の6.5以内の額 

 

共生環境 

整備事業 

 

 

 

森林管理道整備 

 

 

開設 

 

育成林整備事業と同じ。 

 

改良 

(舗装 

以外) 

 

ア 幹線 

 

面積が500ヘクタール以上（過疎及び

山振は、200ヘクタール以上） 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の6以内の額  

 

イ 

その他 

 

個別施設計画 

対象施設 

 

面積が50ヘクタール以上 

（過疎は、30ヘクタール以上） 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の6以内の額 

 

上記以外 

 

補助対象経費の 

10分の5以内の額 



  

補   助   対   象   事   業 
 

補助対象経費 

 

補助金の額 補助事業者 

 

交付申請書 

 

実績報告書 
書類の経由 

（提出）機関 

 

１ 公共 

事業 

 

 

(2)  農山

漁村地域整

備交付金 

 

改良 

(舗装) 

 

ア 幹線 

 

面積が500ヘクタール以上（過疎及び

山振は、200ヘクタール以上） 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

3分の2以内の額 

 

市町村、森林組

合等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県林道開設

事業等補助金取

扱要領に定める

様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県林道 

開設事業等補

助金取扱要領

に定める様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管農林事務

所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ その他 

 

面積が50ヘクタール以上 

（過疎は、30ヘクタール以上） 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の5以内の額 

 

林道改良 

事業 

 

 

改良（舗装以外） 

 

 

ア 幹線 

 

面積が500ヘクタール以上（過疎及び

山振は、200ヘクタール以上） 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の6以内の額  

 

イ その他 

 

個別施設計画 

対象施設 

 

面積が50ヘクタール以上 

（過疎は、30ヘクタール以上） 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の6以内の額 

 

上記以外 

 

補助対象経費の 

10分の5以内の額 

 

改良（舗装） 

 

 

 

ア 幹線 

 

面積が500ヘクタール以上（過疎及び

山振は、200ヘクタール以上） 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

3分の2以内の額 

 

イ その他 

 

面積が50ヘクタール以上 

（過疎は、30ヘクタール以上） 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の5以内の額 

 

林道点検診

断・保全整

備事業 

 

点検診断 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の6以内の額 

 

保全整備 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の6以内の額 

 

施設集約化（撤去） 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の5以内の額 

 

ﾌｫﾚｽﾄ・ｺﾐｭﾆ

ﾃｨ総合整備

事業 

 

森林基幹道整備 

 

開設 

 

農林一体流域ネットワ

ーク奥地広域防火 

 

面積が500ヘクタール以上 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の8以内の額 

 

上記以外 

 

面積が1,000ヘクタール以上 

 

工事費（工事雑費を

除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の8以内の額 

 

改良 

 

林道改良事業の改良と同じ。 

 

舗装 

 

林道改良事業の舗装と同じ。 

 

林業施設用地整備 

作業ポイント整備 

 

工事費（工事雑費を除

く。） 

 

補助対象経費の10

分の5以内の額 

(森林組合等及び林

業者等の組織する

団体が事業主体の

場合にあっては、 

10分の5.5以内の額

) 

 

市町村、森林組

合等及び知事の

定める団体 

 

 

 

 



  

補   助   対   象   事   業 
 

補助対象経費 

 

補助金の額 補助事業者 

 

交付申請書 

 

実績報告書 
書類の経由 

（提出）機関 

 

１  公共 

事業 

 

 

(3)  地方

創生道整備

推進交付金 

 

地方創生 

道整備推進 

交付金 

 

開設 

改良 

 

森林基幹道開設 

 

(2)  農山漁村地域整備交付金 

ﾌｫﾚｽﾄ・ｺﾐｭﾆﾃｨ総合整備事業・森林基幹道整備（開設）と同じ。 

 

市町村 

 

岐阜県林道開設

事業等補助金取

扱要領に定める

様式 

 

岐阜県林道 

開設事業等補

助金取扱要領

に定める様式 

 

所管農林事務

所長 

 

 

森林管理道開設 

 

(2)  農山漁村地域整備交付金 

育成林整備事業・森林管理道開設と同じ。 

 

森林施業道開設 

 

(2)  農山漁村地域整備交付金 

育成林整備事業・森林施業道開設と同じ。 

 

林業専用道開設 

 

(2) 農山漁村地域整備交付金 

育成林整備事業・林業専用道開設と同じ。 

 

林道改良 

 

(2)  農山漁村地域整備交付金 

林道改良事業と同じ。 

 

林道点検診断・保全整備 

 

(2)  農山漁村地域整備交付金 

林道点検診断・保全整備事業と同じ。ただし、点検診断のみに係るもの及び施設集

約化（撤去）は除く。 

 

農道等改良 

 

(1)  森林環境保全整備事業 

農道等改良と同じ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

補   助   対   象   事   業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告書 書類の経由 

（提出）機関 

 

２ 県単  

事業 

 

(1)  林道開設事業 
 

面積が30ヘクタール以上 
 

工事費（工事雑費を除

く。） 

 

補助対象経費の 

10分の5以内の額 

 

市町村等 
 

岐阜県林道開

設事業等補助

金取扱要領に

定める様式 

 

岐阜県林道

開設事業等

補助金取扱

要領に定め

る様式 

 

所管農林事務所

長 
 

(2)  林道改良事業 
 

工事費（工事雑費を除

く。） 

 

補助対象経費の 

10分の5以内の額 

 

市町村等 

  

白山林道 
 

事業に要する経費 
 

補助対象経費の 

10分の10以内の額 

 

公益社団法人

岐阜県森林公

社 

県単白山林道

改良等事業取

扱要領に定め

る様式 

県単白山林

道改良等事

業取扱要領

に定める様

式 

 

 

(3)  林道舗装事業 
 

工事費（工事雑費を除

く。） 

 

補助対象経費の 

10分の5以内の額 

 

市町村等 
 

岐阜県林道開

設事業等補助

金取扱要領に

定める様式 

 

岐阜県林道

開設事業等

補助金取扱

要領に定め

る様式 

 

所管農林事務所

長 
 

(4)  林道総合改良事業 
 

工事費（工事雑費を除

く。） 

 

補助対象経費の 

10分の5以内の額 

 

市町村等 

 

(5)  林内作業基盤整備事業 
 

工事費（工事雑費を除

く。） 

 

補助対象経費の 

10分の5以内の額 

 

市町村等 

 

(6)  林業施設用地整備事業 
 

工事費（工事雑費を除

く。） 

 

補助対象経費の 

10分の5以内の額 

 

市町村等 

 

(7)  市町村営ふるさと林道緊急整備事業 
 

開設 
 

工事費（工事雑費を除

く。） 

 

補助対象経費の 

10分の1以内の額 

 

市町村 

 
２  森林修景事業 

補 助 対 象 事 業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告書 書類の経由 

（提出）機関 

 

 森林修景事業 
 

全県花街道（森林修景）事業実施要領（平成6年

６月２０日付け森整第１５７号林政部長通知。

以下の表において「要領」という。）に定める

事業の実施に要する経費 

 

補助対象経費の10分の9以内の額 
 

市町村 
 

要領に定める様式 
 

要領に定める様式 
 

所管農林事務所

長 

 

 

 

 

 

 

 



 

３  林地崩壊防止事業 

補 助 対 象 事 業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告書 書類の経由 

（提出）機関 

 

 市町村が行う激甚災害に伴い発生し、又は拡大した林

地の崩壊に係る林地の保全上必要な施設を新設する事

業（以下この表において「林地崩壊防止事業」という。

）のうち、１箇所の本工事費等が200万円以上である事

業で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの 

１  事業年度の初日の属する年の１月１日から12月31

日までに発生した激甚災害に係る林地崩壊防止事業の

本工事費等（以下この表において「本工事費等」という

。）の総額が300万円を超えること。 

２  本工事費等の総額が300万円未満であり、かつ、当

該事業年度の前年度の標準税収入（公共土木施設災害復

旧事業費国庫負担法（昭和２６年法律第９７号）第２条

第３項に規定する標準税収入をいう。）の10分の1を超

えること。ただし、次に掲げる事業は、補助金交付の対

象としない。 

  (1)  県がその費用の一部を負担し、又は補助する災

害復旧事業に附随して行う事業 

  (2)  鉱物又は土石の採取、土地造成等明らかに人為

的な原因に基づく林地の崩壊で、その原因者の明らか

なものに係る事業 

  (3)  崩壊した土石の排除のみを目的とする事業 

  (4)  工事の費用に比してその効果が著しく小さいと

認められる事業 

 

事業（本工事費、附帯工事費、機械器具費、営

繕費、測量試験費及び補償費）に要する経費 

 

補助対象経費の2分の1以内の額 
 

市町村 
 

岐阜県林地崩壊防止

事業事務取扱要領に

定める様式 

 

岐阜県林地崩壊防止

事業事務取扱要領に

定める様式 

 

所管農林事務所

長 

 
４  集落環境保全整備事業 

補 助 対 象 事 業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告書 書類の経由 

（提出）機関 

 

１ 流末処理施設整備事業 

（事業費が200万円未満のものを除く。） 

 

治山施設下方の森林区域外を流下する野渓等に

おいて施工する床固工、流路工、植栽工等に要

する経費 

 

補助対象経費の2分の1以内の額 
 

市町村 
 

岐阜県集落環境保全

整備事業実施要領に

定める様式 

 

岐阜県集落環境保全

整備事業実施要領に

定める様式 

 

所管農林事務所

長 

 

２ 環境保全整備事業 

（事業費が100万円未満のものを除く。） 

 

公共施設、人家等の周辺造成地法
のり

面等で自然荒

廃しているところにおいて施工する土留工、柵

工、植栽工等に要する経費 

 

補助対象経費の3分の1以内の額 
 

市町村 
 

岐阜県集落環境保全

整備事業実施要領に

定める様式 

 

岐阜県集落環境保全

整備事業実施要領に

定める様式 

 

所管農林事務所

長 

 

３ 生活環境保全林等整備事業 

（事業費が100万円未満のものを除く。） 

 

生活環境保全林等の利用促進を図るために行う

施設等の整備に要する経費 

 

補助対象経費の2分の1以内の額 

 

市町村 

 

岐阜県集落環境保全

整備事業実施要領に

定める様式 

 

岐阜県集落環境保全

整備事業実施要領に

定める様式 

 

所管農林事務所

長 



 
５ 白山林道利用促進事業費補助金 

補 助 対 象 事 業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告書 書類の経由 

（提出）機関 

 

１ 白山林道運営事業費補助金 

 

森林公社が白山林道事業を運

営する際に生じる収支不足資

金経費 

 

補助対象経費の10分の10以内の額 

 

公益社団法人岐阜

県森林公社 

   

 

２ 白山白川郷ホワイトロード利用支援事業費補助金 

 

広告宣伝経費 

 

白山白川郷ホワイトロードの利用料

の半額に相当する額及び補助対象経

費の10分の10以内の額の合計額 

 

 

公益社団法人岐阜

県森林公社 

   

 

３ 白山林道管理運営支援事業 

 

森林公社が白山林道を適正に

管理運営するために必要な経

費 

 

補助対象経費の10分の10以内の額 

 

 

公益社団法人岐阜

県森林公社 

   

 
６ 森林整備事業 

補 助 対 象 事 業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告書 書類の経由 

（提出）機関 

 

１ 森林環境保全

直接支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人工造林 

 

 

 

 

単層林の人工林造成（気象害等による被

害森林における特殊地拵
ごしら

え、補植を含む

。）に要する経費 

 

 

 

１ 市町村森林整備計画の森林整備基準に基づき伐採され

た人工林伐採跡地で、木材生産林に区分された森林又は木

材生産林に区分される予定の森林のうち、森林経営計画、

特定間伐等促進計画、実施権配分計画又は権利集積配分一

括計画に基づき実施し、かつ、主伐・再造林推進ガイドラ

インに基づく協定締結等を行ったもの（特殊地拵え、補植

を除く。）については、標準経費の額（市町村が請負に付

して実施した事業にあっては、標準経費と実行経費とを比

較していずれか低い額をいう。以下同じ。）の10分の9.5

以内の額（1円未満の端数が出た場合は、これを切り捨て

る。） 

ただし、植栽本数が2,000本/haを超えるもの（保安林を

除く）にあっては、標準経費の額に査定係数の百分の一を

乗じて得た額の10分の４の額（分収林等にあっては、10

分の５の額）（1円未満の端数が出た場合は、これを切り

上げる。）に、植栽本数が2,000本/haの標準経費の額の1

0分の9.5以内の額（1円未満の端数が出た場合は、これを

切り捨てる。）から標準経費の額に査定係数の百分の一を

乗じて得た額の10分の４の額（分収林等にあっては、10

分の５の額）（1円未満の端数が出た場合は、これを切り

上げる。）を除いた額を加算した額 

２ 市町村森林整備計画の森林整備基準に基づき伐採され

た人工林伐採跡地で、木材生産林に区分された森林又は木

材生産林に区分される予定の森林のうち、森林経営計画、

特定間伐等促進計画、実施権配分計画又は権利集積配分一

括計画に基づき実施したもの（１に該当するもの及び補植

を除く。）については、標準経費の額の10分の8.5以内の

 

市町村、森林所有者、森林組合、生産森

林組合、県森連、森林整備法人（分収林

特別措置法（昭和33年法律第57号）第10

条第２号に規定する森林整備法人をいう

。以下同じ。）、特定非営利活動法人等

（森林法施行令（昭和26年政令第276号）

第11条第7号に掲げる者をいう。以下同じ

。）、森林法施行令第11条第8号に規定す

る団体（以下「森林所有者の団体」とい

う。）、森林経営計画（森林法（昭和26

年法律第249号）第11条第1項に規定する

森林経営計画をいう。以下同じ。）の認

定を受けた者、特定間伐等促進計画（森

林の間伐等の実施の促進に関する特別措

置法（平成20年法律第32号）第5条第1項

に規定する特定間伐等促進計画をいう。

以下同じ。）において特定間伐等の実施

主体に位置付けられた者、森林経営管理

法（平成30年法律第35号）第36条第2項又

は第44条第2項の規定により都道府県が

公表した民間事業者（以下「民間事業者

」という。）及び同法附則第4条の規定に

よる改正前の森林法（以下この項におい

て「旧森林法」という。）第10条の10第

２項に規定する要間伐森林（以下「要間

伐森林」という。）に係る旧森林法第10

条の11の２第１項第２号に規定する契約

 

添付書類は、

岐阜県森林整

備事業実施要

領に定める様

式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類は、

岐阜県森林整

備事業実施要

領に定める様

式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管農林事務所

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



額（ただし、1円未満の端数が出た場合は、これを切り捨

てる。） 

ただし、植栽本数が2,000本/haを超えるもの（保安林を

除く）にあっては、標準経費の額に査定係数の百分の一を

乗じて得た額の10分の４の額（分収林等にあっては、10

分の５の額）（1円未満の端数が出た場合は、これを切り

上げる。）に、植栽本数が2,000本/haの標準経費の額の1

0分の8.5以内の額（1円未満の端数が出た場合は、これを

切り捨てる。）から標準経費の額に査定係数の百分の一を

乗じて得た額の10分の４の額（分収林等にあっては、10

分の５の額）（1円未満の端数が出た場合は、これを切り

上げる。）を除いた額を加算した額 

３ １及び２以外のものについては、標準経費の額に査定

係数の百分の一を乗じて得た額の10分の４の額（分収林等

にあっては、10分の５の額） 

ただし、1円未満の端数が出た場合は、これを切り上げる。 

 

の締結に関し旧森林法第10条の11の４第

１項（旧森林法第10条の11の６第２項に

おいて読み替えて準用する場合を含む。

）に規定する知事の裁定を受けた者（以

下「施業代行者」という。）。 

 

樹下植栽等 

 

 

複層林造成のための樹下植栽や天然更新

に要する経費 

 

市町村森林整備計画の森林整備基準に基づき伐採された人

工林伐採跡地について、標準経費の額（市町村が請負に付

して実施した事業にあっては、標準経費と実行経費とを比

較していずれか低い額）に査定係数を乗じて得た額の10分

の４の額（分収林等にあっては、10分の５の額） 

ただし、１円未満の端数が出た場合は、これを切り上げる

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



補 助 対 象 事 業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告書 書類の経由 

（提出）機関 

 

１ 森林環境保全

直接支援事業 

 

 

保育 

 

単層林における下刈、雪起こしの施業に

要する経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 人工林伐跡地で木材生産林に区分された森林（1齢級

以内に限る。）又は木材生産林に区分される予定の森林（1

齢級以内に限る。）のうち、森林経営計画、特定間伐等促

進計画、実施権配分計画又は権利集積配分一括計画に基づ

き実施し、かつ、主伐・再造林推進ガイドラインに基づく

協定締結等を行い植栽を実施したものについては、標準経

費の額（市町村が請負に付して実施した事業にあっては、

標準経費と実行経費とを比較していずれか低い額をいう。

以下同じ。）の10分の9.5以内の額（ただし、植栽当年度

の実施分は対象外とする。） 

ただし、1円未満の端数が出た場合は、これを切り捨てる。 

２ 人工林伐跡地で木材生産林に区分された森林（1齢級

以内に限る。）又は木材生産林に区分される予定の森林（1

齢級以内に限る。）のうち、森林経営計画、特定間伐等促

進計画、実施権配分計画又は権利集積配分一括計画に基づ

き実施したもの（１に該当するものを除く。）については、

標準経費の額の10分の8.5以内の額 

ただし、1円未満の端数が出た場合は、これを切り捨てる。 

３ １及び２以外のものについては、標準経費の額に査定

係数の百分の一を乗じて得た額の10分の４の額（分収林等

にあっては、10分の５の額） 

ただし、１円未満の端数が出た場合は、これを切り上げる。 

    

 

複層林における下刈、雪起こし又は単層

林や複層林における倒木起こし、枝打ち、

除伐及び保育間伐の施業に要する経費 

 

標準経費の額（市町村が請負に付して実施した事業にあっ

ては、標準経費と実行経費とを比較していずれか低い額）

に査定係数を乗じて得た額の10分の４の額（分収林等にあ

っては、10分の５の額） 

ただし、１円未満の端数が出た場合は、これを切り上げる。 

 

 

間伐 
 

密度管理を目的に行われる不用木の除去

、不良木の淘汰
とうた

及び搬出集積に要する経

費 
 

更新伐 
 

育成複層林の造成及び育成、人工林の広

葉樹林化の促進並びに天然林の質的・構

造的な改善のための適正な更新を目的と

して行う不用木の除去、不良木の淘汰並

びに支障木やあばれ木等の伐倒、搬出集

積及び巻枯らしに要する経費 
  

付帯施設整備 

 

 

 

 

 

 

森林整備と一体的に行われる鳥獣害防除

施設等整備、林内作業場及び林内かん水

施設整備、林床保全整備、荒廃竹林整備

に要する経費 

 

１ 植栽時における鳥獣被害防止施設の設置については、

標準経費（市町村が請負に付して実施した事業であっては、

標準経費と実行経費とを比較していずれか低い額をいう。

以下同じ。）の10分の10以内の額 

ただし、防護柵及び幼齢木保護にあっては標準経費の額に

査定係数の百分の一を乗じて得た額の10分の４の額（分収

林等にあっては、10分の５の額）（１円未満の端数が出た

場合は、これを切り上げる。）に、防護柵及び幼齢木保護

のうちより安価な標準経費の額の10分の10以内の額から

前述の額（標準経費の額に査定係数の百分の一を乗じて得

た額の10分の４の額（分収林等にあっては、10分の５の



額）（１円未満の端数が出た場合は、これを切り上げる。））

を除いた額を加算した額 

２ １以外のものについては、標準経費の額に査定係数の

百分の一を乗じて得た額の10分の４の額（分収林等にあっ

ては、10分の５の額） 

ただし、１円未満の端数が出た場合は、これを切り上げる。 

 

補 助 対 象 事 業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告書 書類の経由 

（提出）機関 

 

２ 特定機能回復事

業  

 

 

 

被害森林整備 

 

 

気象害等による被害森林であって、自助

努力等によっては適切な整備が期待でき

ない森林において、事業主体が森林所有

者等との協定に基づいて行う人工造林等

に要する経費 

 

 

１ 植栽時における鳥獣被害防止施設の設置については、

標準経費（市町村が請負に付して実施した事業にあっては、

標準経費と実行経費とを比較していずれか低い額をいう。

以下同じ。）の10分の10以内の額 

ただし、防護柵及び幼齢木保護にあっては標準経費の額に

査定係数の百分の一を乗じて得た額の10分の４の額（分収

林等にあっては、10分の５の額）（１円未満の端数が出た

場合は、これを切り上げる。）に、防護柵及び幼齢木保護

のうちより安価な標準経費の額の10分の10以内の額から前

述の額（標準経費の額に査定係数の百分の一を乗じて得た

額の10分の４の額（分収林等にあっては、10分の５の額）

（１円未満の端数が出た場合は、これを切り上げる。））

を除いた額を加算した額 

２ 森林保全再生整備におけるニホンジカ等の誘因捕獲の

場合にあっては、実行経費の額（市町村が請負に付して実

施した事業にあっては、標準経費と実行経費とを比較して

いずれか低い額）の10分の10以内の額 

３ 市町村森林整備計画の森林整備基準に基づき伐採され

た人工林伐採跡地で、木材生産林に区分された森林又は木

材生産林に区分される予定の森林のうち、森林経営計画、

特定間伐等促進計画、実施権配分計画又は権利集積配分一

括計画に基づき実施し、かつ、主伐・再造林推進ガイドラ

インに基づく協定締結等を行った植栽（特殊地拵え及び補

植を除く。）については、標準経費の額の10分の9.5以内

の額（1円未満の端数が出た場合は、これを切り捨てる。） 

ただし、植栽本数が2,000本/haを超えるもの（保安林を

除く。）にあっては、標準経費の額に査定係数の百分の一

を乗じて得た額の10分の４の額（分収林等にあっては、1

0分の５の額）（1円未満の端数が出た場合は、これを切り

上げる。）に、植栽本数が2,000本/haの標準経費の額の1

0分の9.5以内の額（1円未満の端数が出た場合は、これを

切り捨てる。）から標準経費の額に査定係数の百分の一を

乗じて得た額の10分の４の額（分収林等にあっては、10

分の５の額）（1円未満の端数が出た場合は、これを切り

上げる。）を除いた額を加算した額 

４ 市町村森林整備計画の森林整備基準に基づき伐採され

た人工林伐採跡地で、木材生産林に区分された森林又は木

材生産林に区分される予定の森林のうち、森林経営計画、

特定間伐等促進計画、実施権配分計画又は権利集積配分一

括計画に基づき実施した植栽（３に該当するもの及び補植

を除く。）については、標準経費の額の10分の8.5以内の

額（1円未満の端数が出た場合は、これを切り捨てる。） 

ただし、植栽本数が2,000本/haを超えるもの（保安林を除

 

次のいずれかに該当するもの 

１ 市町村（自ら所有する森林で事業を

実施する場合、森林所有者と協定を締結

して事業を実施する場合又は森林経営管

理法第4条の規定により経営管理権の設

定を受けて事業を実施する場合に限る。

） 

２ 森林整備法人、森林組合、生産森林

組合、県森連、特定非営利活動法人等、

森林経営計画の認定を受けた者及び民間

事業者（事業主体が自ら所有する森林で

実施する場合ではなく、地方公共団体及

び森林所有者と協定を締結した場合に限

る。）（森林経営計画の認定を受けた者の

場合は、当該計画の対象森林を含む林班

内に存する森林において事業を実施する

場合に限る。） 

３ 森林所有者（地方公共団体と協定を

締結し、被害木の伐採若しくは除去又は

その後の植栽のいずれかの事業を実施す

る場合に限る。） 
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く）にあっては、標準経費の額に査定係数の百分の一を乗

じて得た額の10分の４の額（分収林等にあっては、10分の

５の額）（1円未満の端数が出た場合は、これを切り上げる。）

に、植栽本数が2,000本/haの標準経費の額の10分の8.5以内

の額（1円未満の端数が出た場合は、これを切り捨てる。）

から標準経費の額に査定係数の百分の一を乗じて得た額の

10分の４の額（分収林等にあっては、10分の５の額）（1

円未満の端数が出た場合は、これを切り上げる。）を除い

た額を加算した額 

５ １及び２以外の場合にあっては、標準経費の額に査定

係数を乗じて得た額の10分の4の額 

ただし、１円未満の端数が出た場合は、これを切り上げる。 

 

重要インフラ施設

周辺森林整備 

 

鉄道、道路、送配電線といった機能が停

止した場合に国民生活又は社会経済活動

に多大な影響を及ぼす重要な生活基盤の

関連施設周辺の森林について、市町村及

び森林所有者、重要インフラ施設管理者

等による協定に基づいて実施する人工造

林等に要する経費 

 

１ 植栽時における鳥獣被害防止施設の設置については、

標準経費（市町村が請負に付して実施した事業にあっては

、標準経費と実行経費とを比較していずれか低い額）の10

分の10以内の額 

２ １以外の場合にあっては、標準経費の額（市町村が請

負に付して実施した事業にあっては、標準経費と実行経費

とを比較していずれか低い額）に査定係数を乗じて得た額

の10分の4の額 

ただし、１円未満の端数が出た場合は、これを切り上げる

。 

 

次のいずれかに該当するもの 

１ 市町村（自ら所有する森林以外で森

林所有者及び重要インフラ施設管理者と

協定を締結して実施する場合に限る。） 

２ 森林整備法人、森林組合、生産森林

組合、県森連、特定非営利活動法人等及

び民間事業者（事業主体自らが所有する

森林で実施する場合ではなく、地方公共

団体、重要インフラ施設管理者及び森林

所有者と協定を締結した場合に限る。） 

 

添付書類は、

岐阜県森林整

備事業実施要

領に定める様

式 

 

 

添付書類は、

岐阜県森林整

備事業実施要

領に定める様

式 

 

所管農林事務所

長  

 

 

 

林相転換特

別対策（花

粉発生源対

策タイプ） 

 

一貫

作業

・人

工造

林 

 

林相転換が必要な人工林のうち花粉発生

源となるスギを主体とする人工林であっ

て、自助努力では伐採・植替えが進まな

い森林について、事業主体が森林所有者

等との協定に基づいて実施する一貫作業

等に要する経費 

 

１ 市町村森林整備計画の森林整備基準に基づき伐採され

た人工林伐採跡地で被害森林等のうち、森林経営計画、特

定間伐等促進計画、実施権配分計画又は権利集積配分一括

計画に基づき実施し、かつ、主伐・再造林推進ガイドライ

ンに基づく協定締結等を行った植栽については、標準経費

の額（市町村が請負に付して実施した事業にあっては、標

準経費と実行経費とを比較していずれか低い額をいう。以

下同じ。）の10分の9.5以内の額（特殊地拵え、補植を除く

。） 

ただし、1円未満の端数が出た場合は、これを切り捨てる。 

２ 市町村森林整備計画の森林整備基準に基づき伐採され

た人工林伐採跡地で、被害森林等のうち、森林経営計画、

特定間伐等促進計画、実施権配分計画又は権利集積配分一

括計画に基づき実施した植栽（１に該当するものを除く。

）については、標準経費の額の10分の8.5以内の額（補植を

除く。） 

ただし、1円未満の端数が出た場合は、これを切り捨てる。 

３ １及び２以外のものについては、標準経費の額に査定

係数を乗じて得た額の10分の４の額 

ただし、1円未満の端数が出た場合は、これを切り上げる。 

 

次のいずれかに該当するもの 

１ 市町村（自ら所有する森林、森林所

有者と協定を締結した森林、又は森林経

営管理法第４条の規定により経営管理権

の設定を受けた森林において事業を実施

する場合に限る。） 

２ 森林整備法人等、森林組合等、特定

非営利活動法人等、民間事業者（自ら所

有する森林で実施する場合でなく、かつ

、地方公共団体及び森林所有者と協定を

締結して事業を実施する場合に限る。） 

 

添付書類は、

岐阜県森林整

備事業実施要

領に定める様

式 

 

 

添付書類は、

岐阜県森林整

備事業実施要

領に定める様

式 

 

所管農林事務所

長  

 

 

下刈

り 

 

１ 林相転換特別対策により植栽した森林のうち、森林経

営計画、特定間伐等促進計画、実施権配分計画又は権利集

積配分一括計画に基づき実施し、かつ、主伐・再造林推進

ガイドラインに基づく協定締結等を行った森林（1齢級以内

に限る。）における下刈りについては、標準経費の額（市

町村が請負に付して実施した事業にあっては、標準経費と

実行経費とを比較していずれか低い額をいう。以下同じ。



）の10分の9.5以内の額（ただし、植栽当年度の実施分は対

象外とする。） 

ただし、1円未満の端数が出た場合は、これを切り捨てる。 

２ 林相転換特別対策により植栽した森林のうち、森林経

営計画、特定間伐等促進計画、実施権配分計画又は権利集

積配分一括計画に基づき実施した森林（1齢級以内に限る）

（１に該当するものを除く。）における下刈りについては

、標準経費の額の10分の8.5以内の額 

ただし、1円未満の端数が出た場合は、これを切り捨てる。 

３ １及び２以外のものについては、標準経費の額に査定

係数の百分の一を乗じて得た額の10分の４の額（分収林等

にあっては、10分の５の額） 

ただし、１円未満の端数が出た場合は、これを切り上げる

。 

 

付帯

施設

等整

備 

 

１ 植栽時における鳥獣被害防止施設の設置については、

標準経費（市町村が請負に付して実施した事業にあっては

、標準経費と実行経費とを比較していずれか低い額をいう

。以下同じ。）の10分の10以内の額 

ただし、防護柵及び幼齢木保護にあっては、標準経費の額

に査定係数の百分の一を乗じて得た額の10分の４の額（分

収林等にあっては、10分の５の額）（１円未満の端数が出

た場合は、これを切り上げる。）に、防護柵及び幼齢木保

護のうちより安価な標準経費の額の10分の10以内の額から

前述の額（標準経費の額に査定係数の百分の一を乗じて得

た額の10分の４の額（分収林等にあっては、10分の５の額）

（１円未満の端数が出た場合は、これを切り上げる。））

を除いた額を加算した額 

２ １以外のものについては、標準経費の額に査定係数の

百分の一を乗じて得た額の10分の４の額 

ただし、１円未満の端数が出た場合は、これを切り上げる

。 

 

３ 森林作業道 

 

 

森林作業道の開設及び改良に要する経費 

 

標準経費（事業主体が当該森林作業道を請負に付して実施

する場合で、標準断面又は標準設計が適用できない部分が

ある場合にあっては、標準経費と実行経費とを比較してい

ずれか低い額をいう。）の額に査定係数の百分の一を乗じ

て得た額の10分の４（分収林等にあっては、10分の５）

の額 

ただし、1円未満の端数が出た場合は、これを切り上げる。 

 

市町村、森林所有者、森林組合、生産森

林組合、県森連、森林整備法人、特定非

営利活動法人等、森林所有者の団体、森

林経営計画の認定を受けた者、特定間伐

等促進計画において特定間伐等の実施主

体に位置づけられた者、民間事業者及び

要間伐森林に係る施業代行者 

 

添付書類は、

岐阜県森林作

業道実施基準

に定める様式 

 

添付書類は、

岐阜県森林作

業道実施基準

に定める様式 

 

所管農林事務所

長 

 

４ 機能回復整備事業 

 

花粉発生源植

替え事業 

 

花粉発生源となっている林分において行

う立木の伐採及び搬出集積に要する経費 

 

標準経費の額に査定係数を乗じて得た額の10分の４の額 

ただし、1円未満の端数が出た場合は、これを切り上げる。 

 

市町村、森林所有者、森林組合、森林整

備法人、特定非営利活動法人等、森林所

有者の団体、森林経営計画の認定を受け

た者及び特定間伐等促進計画において特

定間伐等の実施主体に位置付けられた者 

 

添付書類は、

岐阜県森林整

備事業実施要

領に定める様

式 

 

添付書類は、

岐阜県森林整

備事業実施要

領に定める様

式 

 

所管農林事務所

長 

 
花粉発生源となっている林分において行
う花粉症対策苗木等による植栽に要する
経費 
 

 

１ 市町村森林整備計画の森林整備基準に基づき伐採され

た人工林伐採跡地で、木材生産林に区分された森林又は木

材生産林に区分される予定の森林のうち、森林経営計画、

特定間伐等促進計画、実施権配分計画又は権利集積配分一

括計画に基づき実施し、かつ、主伐・再造林推進ガイドラ

インに基づく協定締結等を行ったもの（補植を除く。）に

ついては、標準経費の額（市町村が請負に付して実施した

事業にあっては、標準経費と実行経費とを比較していずれ

か低い額をいう。以下同じ。）の10分の9.5以内の額（補



植を除く。） 

ただし、1円未満の端数が出た場合は、これを切り捨てる。 

２ 市町村森林整備計画の森林整備基準に基づき伐採され

た人工林伐採跡地で、木材生産林に区分された森林又は木

材生産林に区分される予定の森林（１に該当するもの及び

補植を除く。）については、標準経費の10分の8.5以内の

額 

ただし、1円未満の端数が出た場合は、これを切り捨てる。 

３ １及び２以外のものについては、標準経費に査定係数

の百分の一を乗じて得た額の10分の４の額 

ただし、1円未満の端数が出た場合は、これを切り上げる。 

 
花粉発生源となっている林分において行
う付帯施設等整備（植栽時における鳥獣
被害防止施設の設置に限る。）に要する
経費 

 

１ 植栽時における鳥獣被害防止施設の設置については、

標準経費（市町村が請負に付して実施した事業にあっては、

標準経費と実行経費とを比較していずれか低い額をいう。

以下同じ。）の額の10分の10以内の額 

ただし、防護柵及び幼齢木保護にあっては標準経費の額に

査定係数の百分の一を乗じて得た額の10分の４の額（分収

林等にあっては、10分の５の額）（１円未満の端数が出た

場合は、これを切り上げる。）に、防護柵及び幼齢木保護

のうちより安価な標準経費の額の10分の10以内の額から

標準経費の額に査定係数の百分の一を乗じて得た額の10

分の４の額（分収林等にあっては、10分の５の額）（１円

未満の端数が出た場合は、これを切り上げる。））を除い

た額を加算した額 

２ １以外のものについては、標準経費の額に査定係数の

百分の一を乗じて得た額の10分の４の額（分収林等にあっ

ては、10分の５の額） 

ただし、１円未満の端数が出た場合は、これを切り上げる

。 

 
７ 原木低コスト供給対策事業  

補助対象事業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告書 書類の経由 

（提出）機関 

 

間伐材生産 

 

 

(1)間伐材の生産（不用木の除去（侵入竹を

含む。）、不良木の淘汰（育成しようとす

る樹木の一部を伐採することにより本数密

度の調整、残存木の生長促進等を図ること

をいう。以下同じ。）、支障木やあばれ木

等の伐倒、造材、集材、搬出集積、積込、

その他付帯施設整備に要する経費 

(2)関連条件整備活動（対象森林の調査及び

森林所有者の同意取り付け、森林作業道の

整備及び鳥獣害防除施設等整備）に要する

経費 

 

定額 

(1)間伐 県が別途定める単価

以内(間接費相当分を除く。ただ

し、間接費相当分の1/2以内の額

を加算することができる。) 

(2)関連条件整備活動 22千円

/ha以内 

(3)森林作業道 2千円/ｍ以内 

(4)鳥獣害防除施設等整備 

県が別途定める単価以内 

(5)その他 

県が別途定める単価以内 

 

 

市町村、森林整備法人等（森林整備法人及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律（平成18年法律第48号）第２条第１号に規定する一般社団法人等（造林を行うことを

主たる目的としている法人であって、地方公共団体がその社員であるもの又は地方公共

団体がその基本財産の全部若しくは一部を拠出しているものに限る。）をいう。以下同

じ。）及び効率的かつ安定的な林業経営や林業経営の継続性の確保を目指す林業経営体

として林野庁長官が別に定める考え方に則って都道府県知事が選定した林業経営体（以

下「選定経営体」という。） 

 

添付書類は、

原木低コスト

供給対策事業

費補助金（間

伐材生産）事

務取扱要領に

定める様式 

 

添付書類は、

原木低コスト

供給対策事業

費補助金（間

伐材生産）事

務取扱要領に

定める様式 

 

所管農林事務所

長 

 

路網整備 

 

 

 

(1)林業専用道（規格相当）整備（作設、調

査設計及び関連条件整備活動（林業専用道

（規格相当）整備と一体的に実施するもの

 

定額 

(1)林業専用道(規格相当)整備 

一事業体の農林事務所ごとの全

 

市町村、森林整備法人等及び選定経営体 

 

添付書類は、

原木低コスト

供給対策事業

 

添付書類は、

原木低コスト

供給対策事業

 

所管農林事務所

長 



））に要する経費 

(2)森林作業道整備（作設及び関連条件整備

活動（森林作業道整備と一体的に実施する

もの））に要する経費 

(3)林業専用道(規格相当)及び森林作業道

の補強に要する経費 

 

開設路線における1ｍ当たりの

平均の補助金の額は、次に定め

る額とする。 

Ａ区分（平均横断地山傾斜15度

未満）35千円／ｍ以内 

Ｂ区分（平均横断地山傾斜15度

以上25度未満）38千円／ｍ以内 

Ｃ区分（平均横断地山傾斜25度

以上）41千円／ｍ以内 

(2)森林作業道整備 

一事業体の農林事務所ごとの全

開設路線における1ｍ当たり平

均の補助金の額は、次に定める

額とする。 

2千円／ｍ以内 

(3)林業専用道(規格相当)及び

森林作業道の補強 

林業専用道(規格相当)の当年度

県全体合計事業費の10％以内の

額 

費補助金（路

網整備）事務

取扱要領に定

める様式 

費補助金（路

網整備）事務

取扱要領に定

める様式 

 

再造林

の低コ

スト化 

 

一貫作

業シス

テム 

 

(1)主伐との一貫作業システムによる人工

造林（地拵え、植栽、苗木運搬、末木枝条

の集材（主伐時に全木又は全幹による集材

が行われるものに限る。）及び被害森林の

伐倒）に要する経費 

(2)一貫作業システムにおける関連条件整

備活動（対象森林の調査、森林所有者の同

意取付け、長期受委託契約や基金造成、森

林作業道の整備及び鳥獣害防止施設等の整

備）に要する経費 

(3)一貫作業システムにおける機械器具の

整備（苗木運搬用ドローンや架線、植栽に

要するディプルや電動植穴機、施行地管理

用ドローン等の購入若しくは賃借又は運送

）に要する経費 

 

定額 

(1)地拵え、植栽、苗木運搬及び

末木枝条集材 

 県が別途定める単価以内 

(間接費相当分を除く。ただし、

主伐・再造林推進ガイドライン

に基づく協定締結等を行った森

林については、間接費相当分の1

0分の9.5以内の額を加算するこ

とができる。その他の森林につ

いては、間接費相当分の10分の8

.5以内の額を加算することがで

きる。) 

(2)被害森林の伐倒 

 県が別途定める単価以内 

(間接費相当分を除く。ただし、

県が別途定める間接費相当分の

額を加算することができる。) 

(3)関連条件整備活動 

 県が別途定める単価以内 

(間接費相当分を除く。ただし、

県が別途定める間接費相当分の

額を加算することができる。) 

(4)機械器具の整備 

 県が別途定める単価以内 

(間接費相当分を除く。ただし、

県が別途定める間接費相当分の

額を加算することができる。) 

 

市町村、森林整備法人等及び選定経営体 

 

添付書類は、

原木低コスト

供給対策事業

費補助金（間

伐材生産・再

造林の低コス

ト化） 

事務取扱要領

に定める様式 

 

添付書類は、

原木低コスト

供給対策事業

費補助金（間

伐材生産・再

造林の低コス

ト化） 

事務取扱要領

に定める様式 

 

所管農林事務所

長 

  

低コス

ト造林 

 

(1) 大苗・エリートツリー等を活用した低

密度植栽、ドローンによる苗木運搬を導入

した造林、早生樹造林、その他知事が妥当

と認めた効率化・低コスト化に資する技術

 

定額 

(1)地拵え、植栽、苗木運搬 

 県が別途定める単価以内 

(間接費相当分を除く。ただし、

 

市町村、森林整備法人等及び選定経営体 

 

添付書類は、

原木低コスト

供給対策事業

費補助金（間

 

添付書類は、

原木低コスト

供給対策事業

費補助金（間

 

所管農林事務所

長 



を導入した人工造林の実施に要する経費 

(2)人工造林における関連条件整備活動（対

象森林の調査、森林所有者の同意取付け、

長期受委託契約や基金造成、森林作業道の

整備及び鳥獣害防止施設等の整備）に要す

る経費 

(3)人工造林における機械器具の整備（苗木

運搬用ドローンや架線、植栽に要するディ

プルや電動植穴機、施行地管理用ドローン

等の購入若しくは賃借又は運送）に要する

経費 

主伐・再造林推進ガイドライン

に基づく協定締結等を行った森

林については、間接費相当分の1

0分の9.5以内の額を加算するこ

とができる。その他の森林につ

いては、間接費相当分の10分の8

.5以内の額を加算することがで

きる。) 

(2)関連条件整備活動 

 県が別途定める単価以内 

(間接費相当分を除く。ただし、

県が別途定める間接費相当分の

額を加算することができる。) 

(3)機械器具の整備 

 県が別途定める単価以内 

(間接費相当分を除く。ただし、

県が別途定める間接費相当分の

額を加算することができる。) 

伐材生産・再

造林の低コス

ト化） 

事務取扱要領

に定める様式 

伐材生産・再

造林の低コス

ト化） 

事務取扱要領

に定める様式 

 

下刈り 

 

(1)本事業により植栽したⅡ齢級以下の林

分で行う雑草木の除去（同一施行地におい

ては３回までに限る。） 

(2)下刈りにおける関連条件整備活動（対象

森林の調査、森林所有者の同意取付け、長

期受委託契約や基金造成、森林作業道の整

備及び鳥獣害防止施設等の整備）に要する

経費 

(3)下刈りにおける機械器具の整備（刈払機

を除く。）に要する経費 

 

定額 

(1)雑草木の除去 

県が別途定める単価以内 

(間接費相当分を除く。ただし、

主伐・再造林推進ガイドライン

に基づく協定締結等を行った森

林については、間接費相当分の1

0分の9.5以内の額を加算するこ

とができる。その他の森林につ

いては、間接費相当分の10分の8

.5以内の額を加算することがで

きる。) 

(2)関連条件整備活動 

 県が別途定める単価以内 

(間接費相当分を除く。ただし、

県が別途定める間接費相当分の

額を加算することができる。) 

(3)機械器具の整備 

 県が別途定める単価以内 

(間接費相当分を除く。ただし、

県が別途定める間接費相当分の

額を加算することができる。) 

 

市町村、森林整備法人等及び選定経営体 

 

添付書類は、

原木低コスト

供給対策事業

費補助金（間

伐材生産・再

造林の低コス

ト化） 

事務取扱要領

に定める様式 

 

添付書類は、

原木低コスト

供給対策事業

費補助金（間

伐材生産・再

造林の低コス

ト化） 

事務取扱要領

に定める様式 

 

所管農林事務所

長 

 

８ 林業循環成長対策森林整備事業 

補助対象事業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告書 書類の経由 

（提出）機関 

 

間伐材生産 

 

 

(1)間伐材の生産（不用木の除去（侵入竹を含

む。）、不良木の淘汰、支障木やあばれ木等

の伐倒、造材、集材、搬出集積、積込、その

他付帯施設整備）に要する経費 

(2) 間伐材生産における関連条件整備活動

（対象森林の調査、森林所有者の同意取り付

け、森林作業道の整備及び鳥獣害防止施設等

 

定額 

(1)間伐 県が別途定める単価以内(間接費相当分を除く

。ただし、間接費相当分の2分の1以内の額を加算するこ

とができる。) 

(2)関連条件整備活動 24千円/ha以内 

(3)鳥獣害防止施設等整備 県が別途定める単価以内 

(4)森林作業道整備 2千円/ｍ以内 

 

市町村、森林整備法人等及び選定経営体 

 

 

添付書類は、林業循

環成長対策森林整備

事業費補助金（間伐

材生産・低コスト再

造林対策）事務取扱

要領に定める様式 

 

 

添付書類は、林業循

環成長対策森林整備

事業費補助金（間伐

材生産・低コスト再

造林対策）事務取扱

要領に定める様式 

 

所管農林事務

所長 

 



整備）に要する経費 

 

低コスト再

造林対策 

 

一貫作業シ

ステム 

 

(1)主伐との一貫作業システムによる人工造

林（地拵え、植栽、苗木運搬、末木枝条の集

材（主伐時に全木又は全幹による集材が行わ

れるものに限る。）及び被害森林の伐倒）に

要する経費 

(2)一貫作業システムにおける関連条件整備

活動（対象森林の調査、森林所有者の同意取

付け、長期受委託契約や基金造成、森林作業

道の整備及び鳥獣害防止施設等の整備）に要

する経費 

(3)一貫作業システムにおける機械器具の整

備（苗木運搬用ドローンや架線、植栽に要す

るディプルや電動植穴機、施行地管理用ドロ

ーン等の購入若しくは賃借又は運送）に要す

る経費 

 

定額 

(1)地拵え、植栽、苗木運搬及び末木枝条集材 

 県が別途定める単価以内 

(間接費相当分を除く。ただし、主伐・再造林推進ガイド

ラインに基づく協定締結等を行った森林については、間

接費相当分の10分の9.5以内の額を加算することができ

る。その他の森林については、間接費相当分の10分の8.5

以内の額を加算することができる。) 

(2)被害森林の伐倒 

 県が別途定める単価以内 

(間接費相当分を除く。ただし、県が別途定める間接費相

当分の額を加算することができる。) 

(3)関連条件整備活動 

 県が別途定める単価以内 

(間接費相当分を除く。ただし、県が別途定める間接費相

当分の額を加算することができる。) 

(4)機械器具の整備 

 県が別途定める単価以内 

(間接費相当分を除く。ただし、県が別途定める間接費相

当分の額を加算することができる。) 

 

市町村、森林整備法人等、選定経営体及

び森林所有者 

 

 

添付書類は、林業循

環成長対策森林整備

事業費補助金（間伐

材生産・低コスト再

造林対策）事務取扱

要領に定める様式 

 

添付書類は、林業循

環成長対策森林整備

事業費補助金（間伐

材生産・低コスト再

造林対策）事務取扱

要領に定める様式 

 

所管農林事務

所長 

 

 

低コスト造

林 

 

(1)育成単層林の人工林における効率化・低コ

スト化に資する技術を導入した造林を目的と

して行う地拵え、植栽、苗木運搬に要する経

費 

(2)人工造林における関連条件整備活動（対象

森林の調査、森林所有者の同意取付け、長期

受委託契約や基金造成、森林作業道の整備及

び鳥獣害防止施設）に要する経費 

(3)人工造林における機械器具の整備（苗木運

搬用ドローンや架線、植栽に要するディプル

や電動植穴機、施行地管理用ドローン等の購

入若しくは賃借又は運送）に要する経費 

 

定額 

(1)地拵え、植栽、苗木運搬 

 県が別途定める単価以内 

(間接費相当分を除く。ただし、主伐・再造林推進ガイド

ラインに基づく協定締結等を行った森林については、間

接費相当分の10分の9.5以内の額を加算することができ

る。その他の森林については、間接費相当分の10分の8.

5以内の額を加算することができる。) 

(2)関連条件整備活動 

 県が別途定める単価以内 

(間接費相当分を除く。ただし、県が別途定める間接費相

当分の額を加算することができる。) 

(3)機械器具の整備 

 県が別途定める単価以内 

(間接費相当分を除く。ただし、県が別途定める間接費相

当分の額を加算することができる。) 

 

市町村、森林整備法人等、選定経営体及

び森林所有者 

 

添付書類は、林業循

環成長対策森林整備

事業費補助金（間伐

材生産・低コスト再

造林対策）事務取扱

要領に定める様式 

 

添付書類は、林業循

環成長対策森林整備

事業費補助金（間伐

材生産・低コスト再

造林対策）事務取扱

要領に定める様式 

 

所管農林事務

所長 

 

下刈り 

 

(1)植栽により更新したⅡ齢級以下の林分で

行う雑草木の除去（同一施行地においては３

回までに限る。）及びこれに併せて行う施肥

に要する経費 

(2)下刈りにおける関連条件整備活動（対象森

林の調査、森林所有者の同意取付け、長期受

委託契約や基金造成、森林作業道の整備及び

鳥獣害防止施設）に要する経費 

(3)下刈りにおける機械器具の整備（刈払機を

除く。）に要する経費 

 

定額 

(1)雑草木の除去及び施肥 

県が別途定める単価以内 

(間接費相当分を除く。ただし、主伐・再造林推進ガイド

ラインに基づく協定締結等を行った森林については、間

接費相当分の10分の9.5以内の額を加算することができ

る。その他の森林については、間接費相当分の10分の8.

5以内の額を加算することができる。) 

(2)関連条件整備活動 

 県が別途定める単価以内 

(間接費相当分を除く。ただし、県が別途定める間接費相

当分の額を加算することができる。) 

(3)機械器具の整備 

 

市町村、森林整備法人等、選定経営体及

び森林所有者 

 

添付書類は、林業循

環成長対策森林整備

事業費補助金（間伐

材生産・低コスト再

造林対策）事務取扱

要領に定める様式 

 

添付書類は、林業循

環成長対策森林整備

事業費補助金（間伐

材生産・低コスト再

造林対策）事務取扱

要領に定める様式 

 

所管農林事務

所長 



 県が別途定める単価以内 

(間接費相当分を除く。ただし、県が別途定める間接費相

当分の額を加算することができる。) 

 

路網整備 

 

 

 

(1)林業専用道（規格相当）整備（作設、調査

設計及び関連条件整備活動（林業専用道（規

格相当）整備と一体的に実施するもの））に

要する経費 

(2)森林作業道整備（作設及び関連条件整備活

動（森林作業道整備と一体的に実施するもの

））に要する経費 

(3)林業専用道(規格相当)及び森林作業道の

補強に要する経費 

(4)林業専用道(規格相当)及び森林作業道の

機能強化（単独型又は一体型）に要する経費 

(5)林業専用道(規格相当)の復旧に要する経

費 

 

 

定額 

(1)林業専用道(規格相当)整備 

一事業体の農林事務所ごとの全開設路線における1ｍ当

たりの平均の補助金の額は、次に定める額とする。 

Ａ区分（平均横断地山傾斜15度未満）35千円／ｍ以内 

Ｂ区分（平均横断地山傾斜15度以上25度未満）38千円／

ｍ以内 

Ｃ区分（平均横断地山傾斜25度以上）41千円／ｍ以内 

(2)森林作業道整備 

一事業体の農林事務所ごとの全開設路線における1ｍ当

たり平均の補助金の額は、次に定める額とする。 

2千円／ｍ以内 

(3)林業専用道(規格相当)及び森林作業道の補強 

林業専用道(規格相当)の当年度県全体合計事業費の10％

以内の額 

(4)林業専用道(規格相当)及び森林作業道の機能強化 

事業費の2分の1以内の額 

(5)林業専用道(規格相当)の復旧 

事業費の2分の1以内の額 

 

市町村、森林整備法人等及び選定経営体 

 

添付書類は、林業循

環成長対策森林整備

事業費補助金（路網

整備事業）事務取扱

要領に定める様式 

 

 

 

添付書類は、林業循

環成長対策森林整備

事業費補助金（路網

整備事業）事務取扱

要領に定める様式 

 

 

所管農林事務

所長 

 

 

９ 自伐林家型地域森林整備事業  

補助対象事業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告書 書類の経由 

（提出）機関 

 

自伐林家型地域森林整備事業 
 

国庫補助事業等の対象となら

ない中小規模森林における森

林整備に要する経費 

 

知事の定める額 
 

市町村 
 

添付書類は、

自伐林家型地

域森林整備事

業実施要領に

定める様式 

 

添付書類は、

自伐林家型

地域森林整

備事業実施

要領に定め

る様式 

 

 
所管農林事務所

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１０ 森林管理路緊急整備事業 

補助対象事業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告書 書類の経由 

（提出）機関 

 
森林管理路緊急整備事業 
 
 
 

 

森林管理路又は歩道の整備に要する経

費 

 

知事の定める額 

 

市町村、森林所有者、

森林組合、生産森林組

合、県森連、森林整備

法人、林業関係公社、

特定非営利活動法人等

、森林所有者の団体、

森林経営計画の認定を

受けた者、森林施業計

画の認定を受けた者、

特定間伐等促進計画に

おいて特定間伐等の実

施主体に位置付けられ

た者、民間事業者及び

要間伐森林に係る施業

代行者 

 

添付書類は、

森林管理路緊

急整備事業実

施要領に定め

る様式 

 

添付書類は、

森林管理路

緊急整備事

業実施要領

に定める様

式 

 

所管農林事務所

長 

 
１１ 作業道防災機能強化事業 

補助対象事業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告書 書類の経由 

（提出）機関 

 

作業道防災機能強化事業 

 

 

 

 

作業道の排水施設の改良及び路肩の補

強等に要する経費 

 

補助対象経費の2分の1以内（10万

円/箇所を上限とする。）の額 

 

森林作業道の管理者又

は管理者から委任を受

けた者 

 

添付書類は、

作業道防災機

能強化事業実

施要領に定め

る様式 

 

添付書類は、

作業道防災

機能強化事

業実施要領

に定める様

式 

 

所管農林事務所

長 

 
１２ 種苗需給調整費補助金 

補助対象事業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告書 書類の経由 

（提出）機関 

 

１ 岐阜県林業用種苗需給調整協議会運営費 
 

岐阜県林業用種苗需給調整協議会の運

営に要する経費 

 

知事の定める額 
 

岐阜県林業用種苗需給

調整協議会 

   

 

２ 岐阜県苗木生産経営安定化対策事業 

 

生育不良又は出荷調整のために行う苗

木の廃棄に要する経費 

 

補助対象経費の10分の5以内の額 

 

林業種苗法（昭和45年

法律第89号）第10条第

１項の登録を受けた苗

木生産者 

 

添付書類は、

苗木生産安定

化対策事業実

施要領に定め

る様式 

 

添付書類は、

苗木生産安

定化対策事

業実施要領

に定める様

式 

 

 

 

 

 

 



１３ 林木育種事業 

補 助 対 象 事 業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告書 書類の経由 

（提出）機関 

 

岐阜県苗木安定供給推進事業 

 

(1)コンテナ苗生産基盤施設等の整

備及びコンテナ苗生産資材に要する

経費 

(2)採種園等の造成・改良に要する経

費 

 

補助対象経費の2分の1以内の額 

（花粉の少ない森林への転換に必

要な苗木増産のための施設であ

り、事業計画期間内におけるコン

テナ苗増産本数が１万本未満に 

ついては４／10以内、１万本以上

５万本未満については１／２以

内、５万本以 上については６／10

以内の額） 

 

(1)林業種苗法第２条

第２項に規定する生産

事業者及び森林の間伐

等の実施の促進に関す

る特別措置法第10条第

１項に規定する認定特

定増殖事業者（以下「

認定特定増殖事業者」

という。） 

(2)市町村、地方独立行

政法人、認定特定増殖

事業者、事業協同組合、

事業協同組合連合会、

農業協同組合、農業協

同組合連合会、森林組

合、生産森林組合、県

森連及び農事組合法人

等 

 

添付書類は、

岐阜県苗木安

定供給推進事

業事務取扱要

領に定める様

式 

 

添付書類は、

岐阜県苗木安

定供給推進事

業事務取扱要

領に定める様

式 

 

所管農林事務所

長 

 

１４ 林業関係公社造林資金利子助成事業  

補 助 対 象 事 業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告書 書類の経由 

（提出）機関 

 

１ 森林公社造林資金利子助成事業 

 

 

林業関係公社が造林事業資金として

市中金融機関から借り受けた借入金

の当該年度償還金のうち利息相当分

の償還に要する経費 

 

補助対象経費の10分の10以内の額 
 

林業関係公社 
   

 

２ 木曽三川水源造成公社造林資金利子助成事業 

 

 

１５ 森林整備活性化資金制度利子助成金  

補 助 対 象 事 業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告書 書類の経由 

（提出）機関 

 

森林整備活性化資金制度利子助成金 
 

林業基盤整備資金又は施業転換資金

の借入金の利子補給に要する経費 

 

利率1.6％以内の額 
 

林業関係公社 

   

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



１６ 森林病害虫防除事業 

補 助 対 象 事 業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告書 書類の経由 

（提出）機関 

 

１ 松くい虫駆除促進

事業 

 

(1)奨励防除 
 

特別防除、地上散布、伐倒駆除、特別伐

倒駆除、補完伐倒駆除及び樹幹注入に要

する経費 

 

補助対象経費の4分の3の額 

 (知事の定める額を上限とする。) 

ただし、1円未満の端数が出た場合は

、これを切り上げる。 

 

 

市町村及び知事が

特に認める者（樹幹

注入に限る。） 

 

添付書類は、

岐阜県森林病

害虫等防除補

助事業実施要

領に定める様

式 

 

添付書類は、

岐阜県森林

病害虫等防

除補助事業

実施要領に

定める様式 

 

所管農林事務所

長 

 

２ 被害木駆除等促進

事業 

 

(1)松くい虫被害木駆除促進事業 
 

伐倒及び薬剤散布に要する経費 
 

補助対象経費の2分の1以内の額 
 

市町村 

 

(2)枯損木処理緊急整備事業 
 

枯損木の伐倒及び玉切りに要する経費 

 

３ 森林病害虫駆除等

事業 

 

(1)森林病害虫等駆除事業 
 

防除及び駆除に要する経費 
 

補助対象経費の4分の3の額 

 (知事の定める額を上限とする。) 

ただし、1円未満の端数が出た場合は

、これを切り上げる。 

 

 

市町村、森林組合、

森林所有者及び知

事が特に認める者 

 

(2)獣害防除事業 
 

クマ、シカ等の防除に要する経費 
 

県が定める標準単価に事業量を乗じ

て得た額の2分の1以内の額 

 

市町村及び知事が

特に認める者（補植

、防護柵等補修に限

る。）  

 

 

４ 森林健全化促進事業 
 

ナラ枯れ被害木およびその周辺の未被害

大径木の伐採・搬出に要する経費 

 

定額（事業費の１/２以内） 

 

市町村及び知事が

特に認める者 

 

添付書類は、

森林健全化促

進事業費補助

金事務取扱要

領に定める様

式 

 

添付書類は、

森林健全化

促進事業費

補助金事務

取扱要領に

定める様式 

 

所管農林事務所

長 

 
１７ 林業構造改善事業費補助金 

補  助  対  象  事  業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 間接補助事業者      交付申請書 実績報告書 
書類の経由 

（提出）機関     

 

１．林業・

木材産業構

造改革事業 

 
林業・木材産
業循環成長対
策交付金事業 
林業・木材産
業生産基盤強
化対策事業 
①林業・木材
産業生産基盤
の強化・特用
林産振興施設
等の整備 

 

ア 特用林産物活用施

設等整備事業 

 

補助対象事業に要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額（間接補助

事業については、補助対象経費の１０分の１

０以内の額。ただし、当該間接補助事業に要

する経費の２分の１を上限とする。） 

 
市町村及び森林組合等 

 

 

森林組合等 
 

添付書類は、別記

第２号様式及び岐

阜県林業構造改善

事業費補助金事務

取扱要領に定める

様式 

 

添付書類は、別記

第７号様式及び別

記第９号様式並び

に岐阜県林業構造

改善事業費補助金

事務取扱要領に定

める様式 

 

所管農林事務

所長 

 

イ 特用林産振興施設

整備附帯事業 

 

補助対象事業に要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額（間接補助

事業については、補助対象経費の１０分の１

０以内の額。ただし、当該間接補助事業に要

する経費の２分の１を上限とする。） 

 

市町村及び森林組合等 
 

森林組合等 



 
林業・木材産
業循環成長対
策交付金事業 
林業・木材産
業生産基盤強
化対策事業 
②林業・木材

産業生産基盤

の強化・木材

加工流通施設

等の整備 

 

 
ア 木材加工流通施設 
整備事業 

 

補助対象事業に要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額。ただし、

木材集出荷用機械（原木輸送用トラック）の

導入にあたっては、補助対象経費の３分の１

以内の額（間接補助事業については 、補助

対 象経費の１０分の１０以内の額。ただし

、当該間接補助に要する経費の２分の１を上

限とする。ただし、木材集出荷用機械（原木

輸送用トラック）の導入にあたっては、当該

間接補助事業に要する経費の３分の１を上限

とする。） 

 

市町村及び森林組合等 
 

森林組合等 

 

イ 木材加工流通施設

等整備附帯事業 

 

補助対象事業に要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額（間接補助

事業については、補助対象経費の１０分の１

０以内の額。ただし、当該間接補助事業に要

する経費の２分の１を上限とする。） 

 

市町村及び森林組合等 
 

森林組合等 

 
林業・木材産
業循環成長対
策交付金事業 
林業・木材産

業生産基盤強

化対策事業 

③林業・木材

産業生産基盤

の強化・木造

公共建築物等

の整備 

 

ア 木造公共施設整備

事業 

 

補助対象事業に要

する経費 

 

 

 

補助対象経費の２分の１以内の額。ただし、

木造公共施設、木製外構施設等については、

特にモデル性が高いもの等を除き補助対象経

費の15% 以内、木質内装については補助対象

経費の3.75%以内 

（間接補助事業については、補助対象経費の

１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補

助事業に要する経費の２分の１を上限とする

。） 

 

市町村、一部事務組合及び公

共建築物等における木材の利

用の促進に関する法律施行令

（平成２２年政令第２０３条

）第１条各号に掲げる施設を

整備する者 

 

一部事務組合及び公共建

築物等における木材の利

用の促進に関する法律施

行令第１条各号に掲げる

施設を整備する者 

 

イ 木造公共施設整備

附帯事業 

 

補助対象事業に要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額（間接補助

事業については、補助対象経費の１０分の１

０以内の額。ただし、当該間接補助事業に要

する経費の２分の１を上限とする。） 

 

 

市町村、一部事務組合及び公

共建築物等における木材の利

用の促進に関する法律施行令

第１条各号に掲げる施設を整

備する者 

 

一部事務組合及び公共建

築物等における木材の利

用の促進に関する法律施

行令第１条各号に掲げる

施設を整備する者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．林業・

木材産業構

造改革事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農山漁村振興

交付金事業 

(1)生産基盤

及び施設の整

備 

 

ア 基盤整備 
 （林道・作業道） 

 

補助対象事業に要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額（間接補助

事業については、補助対象経費の１０分の１

０以内の額。ただし、当該間接補助事業に要

する経費の２分の１を上限とする。） 

 

市町村等 

 

森林組合等 

 

添付書類は、別記

第２号様式及び岐

阜県林業構造改善

事業費補助金事務

取扱要領に定める

様式 
 

 

添付書類は、別記

第７号様式及び別

記第９号様式並び

に岐阜県林業構造

改善事業費補助金

事務取扱要領に定

める様式 
 

 

所管農林事務

所長 

 

イ 生産機械施設 
林業機械施設 

特用林産物生産 

施設 

 

補助対象事業に要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

林業機械施設については１０分の４．５以内

の額 

（間接補助事業については、補助対象経費の

１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補

助事業に要する経費の２分の１を上限とする

。） 

 

市町村等 

 

森林組合等 

  

ウ 処理加工・集出荷 

貯蔵施設 

  農林水産物処理 

加工施設 

農林水産物集出荷

貯蔵施設 

 

補助対象事業に要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

（間接補助事業については、補助対象経費の

１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補

助事業に要する経費の２分の１を上限とする

。） 

 

市町村等 

 

森林組合等及び 

木材関係業者等の組織す

る団体 

 

 
 

エ 新規就業者技術 

習得管理施設 

 

 

補助対象事業に要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

（間接補助事業については、補助対象経費の

１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補

助事業に要する経費の２分の１を上限とする

。） 

 

市町村等 
 

森林組合等 
 

添付書類は、別記

第２号様式及び岐

阜県林業構造改善

事業費補助金事務

取扱要領に定める

様式 
 

 

添付書類は、別記

第７号様式及び別

記第９号様式並び

に岐阜県林業構造

改善事業費補助金

事務取扱要領に定

める様式 
 

 

所管農林事務

所長 

 

オ ア～エの附帯施設 
 

補助対象事業に要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

ただし、イの林業機械施設については１０分

の４．５以内の額 

（間接補助事業については、補助対象経費の

１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補

助事業に要する経費の２分の１を上限とする

。） 

 

市町村等 
 

ア～エの事業主体 

 

 

農山漁村振興

交付金事業 

(2)生活環境

施設の整備 

 

ア 簡易給排水施設等 

  簡易給水施設 

   飲雑用水・防災安全

施設 

 

補助対象事業に要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

（間接補助事業については、補助対象経費の

１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補

助事業に要する経費の２分の１を上限とする

。） 

 

市町村等 
 

森林組合等 
 

添付書類は、別記

第２号様式及び岐

阜県林業構造改善

事業費補助金事務

取扱要領に定める

様式 
    

 

添付書類は、別記

第７号様式及び別

記第９号様式並び

に岐阜県林業構造

改善事業費補助金

事務取扱要領に定

める様式 
      

 

所管農林事務

所長          

 

イ 農山漁村定住促進

施設 

 

補助対象事業に要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

（間接補助事業については、補助対象経費の

１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補

助事業に要する経費の２分の１を上限とする

。） 

 

市町村等 
 

  

 

ウ ア～イの附帯施設 
 

補助対象事業に要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

（間接補助事業については、補助対象経費の

１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補

助事業に要する経費の２分の１を上限とする

。） 

 

市町村等 
 

ア～イの事業主体 



 

１．林業・

木材産業構

造改革事業 

 

農山漁村振興 

交付金事業 

(3)地域間交

流拠点の整備 

 

ア 地域資源活用総合

交流促進施設 

    

  

都市農山漁村総合

交流促進施設 

廃校・廃屋等改修

交流施設 

木材利活用促進施

設 

地域資源活用交流

促進施設 

 

補助対象事業に要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

（間接補助事業については、補助対象経費の

１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補

助事業に要する経費の２分の１を上限とする

。） 

 

 

市町村等 
 

森林組合等 

 

地域連携販売力強

化施設 

 

補助対象事業に要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

（間接補助事業については、補助対象経費の

１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補

助事業に要する経費の２分の１を上限とする

。） 

 

市町村等 
 

森林組合等及び 

木材関係業者等の組織す

る団体 

 

イ  農林漁業・農山漁村

体験施設 

 

補助対象事業に要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

（間接補助事業については、補助対象経費の

１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補

助事業に要する経費の２分の１を上限とする

。） 

 

市町村等 
 

森林組合等 

 

ウ 自然環境等活用 

交流学習施設 

    自然環境保全・活用

交流施設 

    宿泊体験活動受入

拠点習得施設 

    教養文化・知識習得

施設 

 

補助対象事業に要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

（間接補助事業については、補助対象経費の

１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補

助事業に要する経費の２分の１を上限とする

。） 

 

市町村等 
 

森林組合等 

 

エ ア～ウの附帯施設 
 

補助対象事業に要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

（間接補助事業については、補助対象経費の

１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補

助事業に要する経費の２分の１を上限とする

。） 

 

市町村等 
 

ア～ウの事業主体 

 

 

農山漁村振興

交付金事業 

(4)その他省

令で定める事

業 

 

ア 地域資源活用起業

支援施設 

 

補助対象事業に要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

（間接補助事業については、補助対象経費の

１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補

助事業に要する経費の２分の１を上限とする

。） 

 

市町村等 
 

森林組合等 
 

添付書類は、別記

第２号様式及び岐

阜県林業構造改善

事業費補助金事務

取扱要領に定める

様式 
 

 

添付書類は、別記

第７号様式及び別

記第９号様式並び

に岐阜県林業構造

改善事業費補助金

事務取扱要領に定

める様式 
 

 

所管農林事務

所長 

 

イ 地域資源循環活用

施設 

  リサイクル施設 

    自然・資源活用施設 

 

補助対象事業に要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

（間接補助事業については、補助対象経費の

１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補

助事業に要する経費の２分の１を上限とする

。） 

 

市町村等 
 

森林組合等及び 

木材関係業者等の組織す

る団体 



 

ウ 地域住民活動支援

促進施設 

    高齢者・女性等地域

住民活動・生活支援

促進機械施設 

 

補助対象事業に要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

（間接補助事業については、補助対象経費の

１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補

助事業に要する経費の２分の１を上限とする

。） 

 

市町村等 
 

森林組合等 

 

エ 農地等補完保全 

整備 

 産地振興追加 

補完整備 

    小規模農林地等 

保全整備 

 

補助対象事業に要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

（間接補助事業については、補助対象経費の

１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補

助事業に要する経費の２分の１を上限とする

。） 

 

市町村等 
 

森林組合等  

 

オ 景観・生態系保全 

整備 

 

補助対象事業に要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

（間接補助事業については、補助対象経費の

１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補

助事業に要する経費の２分の１を上限とする

。） 

 

市町村等 
 

森林組合等 

 

カ ア～オの附帯施設 
 

補助対象事業に要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

（間接補助事業については、補助対象経費の

１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補

助事業に要する経費の２分の１を上限とする

。） 

 

市町村等 
 

ア～オの事業主体 

 

 

農山漁村振興

交付金事業 

(5) 

上記(1)～(4)

の事業と一体

となって実施

する事業事務 

  

補助対象事業に要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

ただし（１）イの林業機械施設については１

０分の４．５以内の額 

（間接補助事業については、補助対象経費の

１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補

助事業に要する経費の２分の１を上限とする

。） 

 

市町村等 
 

森林組合等 

 

２．木質バ

イオマス加

工流通施設

等整備事業 

 

 

 
林業・木材産
業循環成長対
策交付金事業 
林業・木材産
業生産基盤強
化対策事業 
 
①林業・木材

産業生産基盤

の強化・木材

加工流通施設

等の整備 

 

ア 森林バイオマス等

活用施設整備事業 

 

補助対象事業に要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

（間接補助事業については、補助対象経費の

１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補

助事業に要する経費の２分の１を上限とする

。） 

 

市町村及び森林組合等 
 

森林組合等 
 

添付書類は、別記

第２号様式及び岐

阜県林業構造改善

事業費補助金事務

取扱要領に定める

様式 
 

 

 

 

添付書類は、別

記第７号様式及

び別記第９号様

式並びに岐阜県

林業構造改善事

業費補助金事務

取扱要領に定め

る様式 
 

 

 

所管農林事務所

長 
 

 

 

イ 森林バイオマス等

活用施設整備事業（機

械及びその附帯施設） 

 

補助対象事業に要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

（間接補助事業については、補助対象経費の

１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補

助事業に要する経費の２分の１を上限とする

。） 

 

市町村及び森林組合等 

 

森林組合等 

 
林業・木材産
業循環成長対
策交付金事業 
林業・木材産
業生産基盤強
化対策事業 

 

ア 未利用間伐材等活

用機材整備事業 

 

 

補助対象事業に要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

（間接補助事業については、補助対象経費の

１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補

助事業に要する経費の２分の１を上限とする

。） 

 

 

市町村及び森林組合等 

 

森林組合等 



 

 

②林業・木材

産業生産基盤

の強化・木質

バイオマス利

用促進施設の

整備 

 

 

イ 木質バイオマス供

給施設整備事業 

 

補助対象事業に要

する経費 

 

補助対象経費の３分の１以内の額 

「地域内エコシステム」の構築等に資する取

組である場合にあっては、補助対象経費の２

分の１以内の額。 

ただし、再生可能エネルギー電気の利用の促

進に関する特別措置法第９条の再生可能エネ

ルギー発電事業計画の認定を受けた発電施設

（以下この表において「発電施設」という。

）に供給することを主たる目的とする施設（

以下この表において「供給施設」という。）

の交付率は以下のとおりとする。 

（１）発電施設が地域活用要件の内容を満た

し、かつ供給施設が「地域内エコシステム」

の構築等に資する取組である場合は、２分の

１以内の額 

（２）発電施設が地域活用要件の内容を満た

さず、かつ供給施設が「地域内エコシステム

」の構築等に資さない取組である場合は、１

５％以内の額 

（３）上記以外の場合は、３分の１以内の額 

（間接補助事業については、補助対象経費の

１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補

助事業に要する経費の３分の１を上限とする

。 

「地域内エコシステム」の構築等に資する取

組である場合にあっては、補助対象経費の２

分の１以内の額。 

ただし、供給施設の交付率は以下のとおりと

する。 

（１）発電施設が地域活用要件の内容を満た

し、かつ供給施設が「地域内エコシステム」

の構築等に資する取組である場合は、２分の

１以内の額 

（２）発電施設が地域活用要件の内容を満た

さず、かつ供給施設が「地域内エコシステム

」の構築等に資さない取組である場合は、１

５％以内の額 

（３）上記以外の場合は、３分の１以内の額 

 

市町村及び森林組合等 
 

森林組合等 

 
林業・木材産
業循環成長対
策交付金事業 
林業・木材産
業生産基盤強
化対策事業 
 

 

②林業・木材

産業生産基盤

の強化・木質

 

ウ 木質バイオマスエ

ネルギー利用施設整備 

事業 

 

 

補助対象事業に要

する経費 

 

補助対象経費の３分の１以内の額 

地域内エコシステム」の構築等に資する取組

である場合にあっては、交付率は２分の１以

内の額とする。 

 

（間接補助事業については、補助対象経費の

１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補

助上記対象経費の３分の１以内の額 

地域内エコシステム」の構築等に資する取組

である場合にあっては、交付率は２分の１以

内の額とする。 

 

市町村及び森林組合等 
 

森林組合等 
 

添付書類は、別記

第２号様式及び岐

阜県林業構造改善

事業費補助金事務

取扱要領に定める

様式 
 

 

 

 

添付書類は、別

記第７号様式及

び別記第９号様

式並びに岐阜県

林業構造改善事

業費補助金事務

取扱要領に定め

る様式 
 

 

 

所管農林事務所

長 
 

 



バイオマス利

用促進施設の

整備 
 

 

エ 木質バイオマス利

用促進施設整備附帯

事業 

 

補助対象事業に要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

（間接補助事業については、補助対象経費の

１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補

助事業に要する経費の２分の１を上限とする

。） 

 

市町村及び森林組合等 

 

森林組合等 

 

３．附帯事務費 

 

１に掲げる事業     の
指導、監督及び協

議会の運営等を行

うのに要する経費 

 

補助対象経費の１０分の５以内の額 

 

市町村 

 

― 

 

添付書類は、別記

第２号様式及び岐

阜県林業構造改善

事業費補助金事務

取扱要領に定める

様式 
 

 

添付書類は、別

記第７号様式及

び別記第９号様

式並びに岐阜県

林業構造改善事

業費補助金事務

取扱要領に定め

る様式 

 

所管農林事務所

長 

 

１８ 森林組合連合会振興対策費補助金 

補 助 対 象 事 業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告書 
書類の経由 

（提出）機関     

 

 教育指導事業 
 

森林組合の事業活動を促進するため、経営に関する

教育指導を行う場合等に要する経費 

 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 
 

県森連 
 

添付書類は、別

記第２号様式

及びその他知

事が必要と認

める書類 

 

 

添付書類は、

別記第７様式

及び別記第９

様式並びにそ

の他知事が必

要と認める書

類 

 

 
１９ 森林組合広域合併等促進対策事業費補助金 

補 助 対 象 事 業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告書 
書類の経由 

（提出）機関     

 

１．広域森林組合体制整備支援対策事業 
 

広域森林組合が、財務基盤の強化のために行う出資

を関係市町村が引き受ける場合の出資（増資）に要

する経費（合併後１年間に限る。） 

 

当該市町村が出資する額の２分の１以内の額（

10,000千円を上限とする。） 

 

市町村 
 

添付書類は、別

記第２号様式及

び岐阜県森林組

合広域合併等促

進対策事業実施

要領に定める様

式 

 

添付書類は、

別記第７号様

式及び別記第

９号様式並び

に岐阜県森林

組合広域合併

等促進対策事

業実施要領に

定める様式 

 

所管農林事務

所長 

 

２．森林組合広域合併準備助成事業             
 

合併推進協議会における合併予備契約の締結後か

ら合併登記完了までの一連の調整及び事務処理に

必要な経費  

 

補助対象経費の２分の１以内の額（20万円×参

加組合数を上限とする。） 

 

合併推進協議会 
 

所管農林事務

所長 

 

３．森林組合経営体制支援事業 

 

経営体制の強化のため、企業経営セミナー・経営実

務研修等による役員等の経営能力の向上に要する

経費、又は事業実行体制の強化のため、職員等の人

材育成及び事業・会計監理等資質の向上に必要な実

務研修・資格取得支援等に要する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 
 

県森連、意欲と能力

のある林業経営者

の登録を受けた森

林組合 

 

所管農林事務

所長 

（県森連が行

う事業を除く。

） 

 

 

 



 
２０ 入会資源総合活用促進対策事業費補助金 

補 助 対 象 事 業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告書 
書類の経由 

（提出）機関     

 

１．入会資源総合活用促進対策事業             
 

整備手続説明会等に要する経費 
 

補助対象経費の２分の１以内の額 
 

市町村 
 

添付書類は、別

記第２号様式

及びその他知

事が必要と認

める書類 

 

 

添付書類は、別

記第７様式及び

別記第９様式並

びにその他知事

が必要と認める

書類 

 

所管農林事務

所長 
 

２．入会資源調査測量事業 
 

入会林野等の調査測量に要する経費 
 

補助対象経費の２分の１以内の額 
 

市町村 
 

所管農林事務

所長 

 

２１ 林業労働力対策費補助金 

補 助 対 象 事 業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 間接補助事業者      交付申請書 実績報告書 
書類の経由 

（提出）機関     

 

１．林業労働安

全衛生総合対策

事業 

 

労働安全衛生管理体

制整備事業 

 

 

安全衛生指導員の養成、安全巡回指導の実施等に要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

 

林災協 

  

添付書類は、別

記第２号様式及

び岐阜県林業労

働力対策実施要

領に定める様式 

 

添付書類は、

別記第９号様

式及び岐阜県

林業労働力対

策実施要領に

定める様式 

 

 

２．林業就業促

進総合対策事業      

 

(1)森のしごと普及 

啓発等事業 

 

岐阜県林業労働力確保支援センター（公益社団法人

岐阜県森林公社）が実施する普及啓発等事業の実施

に要する経費及び森林技術者が受講する各種講習

や資格取得に必要な経費並びに新規事業体に対す

る経営基盤の強化に要する経費 

 

補助対象経費の１０分の１０以内の額 

（ただし、間接補助事業のうち資格取得に必要

な経費については、補助事業に要する経費の２

分の１を上限とする。また、新規事業体の経営

基盤の強化に要する経費は、定額とする。） 

 

（公社）岐阜県森林

公社 

 
林業事業体 

 

 

(2)新規就業者技術取

得支援事業 

 

林業の新規就業者等を対象に即戦力となる人材育

成の研修を行うために要する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

（間接補助事業については、補助対象経費の１

０分の１０以内の額。ただし、当該間接補助事

業に要する経費の２分の１を上限とする。） 

 

（一社）岐阜県森林

施業協会 

 
林業事業体 
 

 

 

(3)ぎふ林業新規担い

手支援事業 

 

林業担い手の確保と育成を推進するため岐阜県林

業労働力確保支援センター（公益社団法人岐阜県森

林公社）が実施する新規就業者の確保強化と育成か

らキャリアアップまでの一貫した支援対策に要す

る運営費 

 

補助対象経費の１０分の１０以内の額 

 

（公社）岐阜県森林

公社 

  

 
(4) 岐阜県林業就業
移住支援事業 

 
移住支援金の支給に係る事業に要する経費 

 
補助対象経費の４分の３以内の額 

 
市町村 

 
岐阜県へ移住して
林業に就業した者
であって知事が別
に定める要件を満
たすもの 
 

 

添付書類は、別

記第２号様式及

び岐阜県林業就

業移住支援事業

実施要領に定め

る様式 

 

添付書類は、

別記第９号様

式及び岐阜県

林業就業移住

支援事業実施

要領に定める

様式 

 

所管農林事務

所長 

 
(5) 林業架線人材育成

・普及事業 

 
林業架線技術の研修に係る事業に要する経費 

 
補助対象経費の２分の１以内の額 

 
林業事業体 

  

添付書類は、林

業架線人材育成

・普及事業実施

要領に定める様

式 

 

添付書類は、

林業架線人材

育成・普及事

業実施要領に

定める様式 

 

所管農林事務

所長 

 



２２ 木材生産モデル団地支援事業 

 

補  助  対  象  事  業 
 

補助対象経費 
 

補 助 金 の 額 
 

補助事業者 

 

交付申請書 
 

実績報告書 
書類の経由           

（提出）機関     
 

 

林業機械導

入促進事業 

 

 

林業・木材産業循

環成長対策交付

金 

(1) 林業・木材産

業生産基盤強化

対策 

①林業・木材産業

の生産基盤強化

・高性能林業機械

等の整備 
 
 
 

 

ア 林業構造改

善事業費 

 

補助対象事業に要する経費 
 

補助対象経費の３分の１以内の額（間接補助事業につい

ては、補助対象経費の１０分の１０以内の額。ただし、

当該間接補助事業に要する経費の３分の１を上限とする

。） 

林業用四輪駆動ダンプトラックにあっては補助対象経費

の４分の１以内の額（間接補助事業については、補助対

象経費の１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補助

事業に要する経費の４分の１を上限とする。）、スイン

グヤーダ、ロングリーチハーベスタ、ロングリーチグラ

ップル、タワーヤーダ、架線式グラップルと油圧集材機

とを組み合わせたシステム、、IoTハーベスタ及び林業用

資材運搬ドローンにあっては、補助対象経費の１０分の

４以内の額（間接補助事業については、補助対象経費の

１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補助事業に要

する経費の１０分の４を上限とする。） 

次の全ての条件を満たす者及び新たに造林事業を開始す

る者は、補助対象経費の２分の１以内の額（間接補助事

業については、補助対象経費の１０分の１０以内の額。

ただし、当該間接補助事業に要する経費の２分の１を上

限とする。） 

①林野庁長官が別に定める要領に基づき、施業集約化に

取り組む能力・体制を有するとして実践体制評価を受け

認定されていること。 

②年間5,000㎥以上の素材生産実績があり、目標年度まで

に9,000㎥以上の素材生産量を達成できること。 

③目標年度までに県が作成する計画等に記載されている

素材生産性の目標値の1.5倍の生産性を達成できること。 

 

市町村、森林整備法人等、選

定経営体、新たに造林事業を

開始する者及び広域利用林業

機械の整備を実施するもの（

林業労働力の確保の促進に関

する法律（平成8年法律第45号

）第11条の林業労働力確保支

援センター（以下「林業労働

力確保支援センター」という

。）、県森連、知事が林野庁

長官等と協議して認める団体

（以下「特認団体」という。

）に限る。） 

 

添付書類は、別記

第２号様式及び岐

阜県林業構造改善

事業費補助金事務

取扱要領に定める

様式 
 

 

 

添付書類は、別記

第７号様式及び別

記第９号様式並び

に岐阜県林業構造

改善事業費補助金

事務取扱要領に定

める様式 
 

 

 

所管農林事務所

長（県森連を除

く。） 



 

林業機械導

入促進事業 

 

 

林業・木材産業循

環成長対策交付

金 

(1) 林業・木材産

業生産基盤強化

対策 

②林業経営体の

育成・林業経営体

育成対策（林業機

械リース事業） 

 

ア 林業構造改

善事業費 

 

 

次に掲げる算式により計算し、い

ずれか小さい方の額 

 
ア （リース物件価格）×（リース
期間／法定耐用年数） 
イ （リース物件価格－残存価格） 

 

※「リース物件価格」及び「残存

価格」は消費税額を除く額とし、

「リース期間」は借受者（事業実

施主体）がリース物件を借り受け

る日から当該リース期間の満了予

定日までの日数を365で除して得

た数値（小数点以下第３位の数字

を四捨五入した数値）とする。 

 

 

１ 林業用四輪駆動ダンプトラックにあっては補助対象

経費の４分の１以内の額（間接補助事業については、補

助対象経費の１０分の１０以内の額。ただし、当該間接

補助事業に要する経費の４分の１を上限とする。） 

２ スイングヤーダ、ロングリーチハーベスタ、ロング

リーチグラップル、タワーヤーダ、架線式グラップルと

油圧集材機とを組み合わせたシステム、IoTハーベスタ及

び林業用資材運搬ドローンにあっては、補助対象経費の

１０分の４以内の額（間接補助事業については、補助対

象経費の１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補助

事業に要する経費の１０分の４を上限とする。） 

３ １及び２以外の林業機械にあっては、補助対象経費

の３分の１以内の額（間接補助事業については、補助対

象経費の１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補助

事業に要する経費の３分の１を上限とする。） 

４ 次の全ての条件を満たす者及び新たに造林事業を開

始する者は、補助対象経費の２分の１以内の額（間接補

助事業については、補助対象経費の１０分の１０以内の

額。ただし、当該間接補助事業に要する経費の２分の１

を上限とする。） 

①林野庁長官が別に定める要領に基づき、施業集約化に

取り組む能力・体制を有するとして実践体制評価を受け

認定されていること。 

②年間5,000㎥以上の素材生産実績があり、機械導入の翌

年度から起算して5年目までに9,000㎥以上の素材生産量

を達成できること。 

③目標年度までに県が作成する計画等に記載されている

素材生産性の目標値の1.5倍の生産性を達成できること。 

 

市町村、森林整備法人等、選

定経営体、新たに造林事業を

開始する者及び再貸付けを実

施するもの（林業労働力確保

支援センター、県森連及び特

認団体に限る。） 

 

添付書類は、別記

第２号様式及び岐

阜県林業構造改善

事業費補助金事務

取扱要領に定める

様式 
 

 

 

添付書類は、別記

第７号様式及び別

記第９号様式並び

に岐阜県林業構造

改善事業費補助金

事務取扱要領に定

める様式 

 

 

所管農林事務所

長（県森連を除

く。） 

 

合板・製材・集成

材国際競争力強

化・花粉削減総合

対策事業 

(1)原木の生産基

盤整備・低コスト

安定供給対策 

①先進的な林業

機械等の整備 

 
 

 

ア 先進的な林

業機械等導入促

進事業費補助金 

 

補助対象事業に要する経費 

 

素材生産量（事業完了の翌年度を始期とする３年間の年

平均計画量。以下この項目において同じ。）1,000㎥当た

り2,000千円（林業用四輪駆動ダンプトラックにあっては

機械購入価格の４分の１、その他の機械にあっては２分

の１を上限とする。） 

ただし、原動機として、内燃機関と電動機を備えたハイ

ブリット油圧ショベルをベースマシンとする機械を整備

する場合にあっては、素材生産量1,000㎥当たり2,400千

円（機械購入価格の２分の１を上限とする。） 

なお、１事業費（機械１台）5,000千円以上のものを対象

とする。 

 

市町村、森林整備法人等、選

定経営体及び貸付けを行う事

業を実施するもの（林業労働

力確保支援センター、県森連

及び特認団体に限る。） 

 

 

  

 

 

合板・製材・集成
材国際競争力強
化・花粉削減総合

対策事業 
(2)花粉の少ない
森林への転換促

進緊急総合対策 

①高性能林業機

械等の整備 

 

イ 高性能林業

機械導入（花粉

削減）事業 

 

補助対象事業に要する経費 

 

素材生産量（事業完了の翌年度を始期とする３年間の年

平均計画量。以下この項目において同じ。）1,000㎥当た

り2,000千円（機械購入価格の２分の１を上限とする。） 

ただし、原木を製品の原材料として利用する事業者又は

当該者と連携して素材生産に取り組む者で、素材生産量

の現状値が10,000㎥以上ある場合は、素材生産量1,000

㎥当たり3,000千円（機械購入価格の２分の１を上限とす

る。） 

なお、原動機として、内燃機関と電動機を備えたハイブ

リット油圧ショベルをベースマシンとする機械を整備す

る場合にあっては、素材生産量1,000㎥当たり2,400千円

（機械購入価格の２分の１を上限とする。） 



 

農山漁村活性化

プロジェクト支

援交付金事業 

(1)生産基盤及び

施設の整備 

 

ア  生産機械施

設（林業機械施

設） 

 

補助対象事業に要する経費 
 

補助対象経費の１０分の４．５以内の額（間接補助事業

については、補助対象経費の１０分の１０以内の額。た

だし、当該間接補助事業に要する経費の２分の１を上限

とする。） 

 

市町村等（森林組合等） 

 

 森林の集約化モデル地域実証事業 

 

森林の集約化モデルの実証に向け

た取組に要する次の経費 

１ 集約化推進事業に係る経費 

２ 集約化条件整備事業に係る経

費 

 

補助対象経費の１０分の１０以内の額。ただし、備品費

及び資機材購入費は補助対象経費の２分の１を上限とす

る。 

 

地域協議会 

 

添付書類は、岐阜

県森林の集約化モ

デル地域実証事業

実施要領に定める

様式 

 

添付書類は、岐阜

県森林の集約化モ

デル地域実証事業

実施要領に定める

様式 

 

所管農林事務所

長 

 

 森林の集積・集約化実証事業費補助金 

 

森林の集積・集約化の実証に向け

た取組に要する次の経費 

１ 集約化推進事業に係る経費 

２ 集約化条件整備事業に係る経

費 

 

補助対象経費の１０分の１０以内の額。ただし、備品費

及び資機材購入費は補助対象経費の２分の１を上限とす

る。 

 

地域協議会 

 

添付書類は、岐阜

県森林の集積・集

約化実証事業実施

要領に定める様式 

 

添付書類は、岐阜

県森林の集積・集

約化実証事業実施

要領に定める様式 

 

所管農林事務所

長 

  
２３ 木材産業活性化支援補助金 

補 助 対 象 事 業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補 助 事 業 者 交付申請書 実績報告書 
書類の経由           

（提出）機関     

 

１ 木材産業活性化対策事業 
 

法令・基準に基づく規制等に対応していくための支援

活動に要する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

 

県木連 
 

添付書類は、木

材産業活性化支

援事業補助金実

施要領に定める

様式 

 

添付書類は、

木材産業活性

化支援事業補

助金実施要領

に定める様式 

 

 

２ 木材情報ネットワーク事業 
 

機関誌又はＦＡＸを活用した情報提供等に要する経費 

 

補助対象経費の３分の１以内の額 

 

県木連 

 

３ 県産材製品品質対策事業 
 

各種認証取得等県産材の品質向上のための取組に対す

る支援活動等に要する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

 

県木連 

 

４ 県産材販売等促進事業 
 

県産材販売促進のための戦略づくりに要する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

 

県木連 

 
２４ 木の国・山の国ぎふ木づかい運動支援事業費補助金 

補 助 対 象 事 業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補 助 事 業 者 交付申請書 実績報告書 
書類の経由           

（提出）機関     

 

 木の国・山の国ぎふ木づかい運動支援

事業費補助金 

 

県産材利用拡大のための展示会、講演会等の開催、普

及啓発の活動・資料作成購入及び配布等に要する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 
 

県木連その他知事

が認める団体 

 

添付書類は、木

の国・山の国ぎ

ふ木づかい運動

支援事業実施要

領に定める様式 

 

 

添付書類は、

木の国・山の

国ぎふ木づか

い運動支援事

業実施要領に

定める様式 

 

 

 

 

 



 
２５  ぎふの木で家づくり推進事業費補助金 

 

補 助 対 象 事 業 
 

補助対象経費 
 

補 助 金 の 額 
 

補 助 事 業 者 
 

間接補助事業者 
 

交付申請書 
 

実績報告書 書類の経由           

（提出）機関     

 

１．産直住宅普及活動支援事

業   

 

(1)建設支援タイプ 

産直団体等が建設した産直住宅のうち、築後点

検を実施するものについて、産直団体又は市町

村が、県内産の木質部分（大黒柱、調湿用木炭

、間伐材畳、難燃材料等）の贈呈や住宅完成保

証制度の加入等を行う経費 
(2)活動支援タイプ 

産直住宅の需要拡大活動のうち、産直住宅を巡

るツアー、消費者セミナー、モデル住宅を活用

した普及啓発活動、地域材利用者の研究活動等

を行う経費 

 

(1)建設支援タイプ 

補助対象経費の３分の１以内の額（間接補助事業については、

補助対象経費の３分の３以内の額。ただし、当該間接補助事業

に要する経費の３分の１を上限とする。） 
 

(2)活動支援タイプ 

補助対象経費の２分の１以内の額（間接補助事業については、

補助対象経費の２分の２以内の額。ただし、当該間接補助事業

に要する経費の２分の１を上限とする。） 

 

 

市町村及び知事

が別に定める団

体 

 

知事が別に定める

団体 

 

添付書類は、ぎふ

の木で家づくり推

進事業実施要領に

定める様式 

 

添付書類は、ぎふ

の木で家づくり推

進事業実施要領に

定める様式 

 

所管農林事務

所長（岐阜県

産直住宅協会

が行う事業を

除く。） 

 

２．匠の国・岐阜県伝統建築

セミナー開催助成事業 

 

大工作業を体験するセミナーの開催に要する経

費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額（間接補助事業については、

補助対象経費の１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補助

事業に要する経費の２分の１を上限とする。） 

 

市町村及び知事

が別に定める団

体 

 

知事が別に定める

団体 

 

添付書類は、ぎふ

の木で家づくり推

進事業実施要領に

定める様式 

 

添付書類は、ぎふ

の木で家づくり推

進事業実施要領に

定める様式 

 

所管農林事務

所長 

 

３．ぎふの木で家づくり支援

事業 

 

県産材を構造材、内装材に一定量以上使用し、

住宅を新築し、又は改修した建築主に対する県

産材使用に係る経費 

 

（県内新築タイプ） 

構造材条件を満たした場合、木材使用量に応じて下記補助単価

により積算した合計額で、150千円以上300千円以内の額 

内装材に「ぎふ性能表示材」または「ぎふ証明材かつJAS製品」

を使用した場合にあっては1㎡当たり0.4千円(上限20千円)を加

算 

・部材別補助単価 

構造材20千円/㎥、内装材2千円/㎡ 

（県外新築タイプ） 

構造材条件を満たした場合、木材使用量に応じて下記補助単価

により積算した合計額で、150千円以上200千円以内の額 

・部材別補助単価 

構造材20千円/㎥、内装材2千円/㎡ 
（県内リノベーションタイプ） 
木材使用量に応じて下記補助単価により積算した合計額で、40
千円以上140千円以内の額 
内装材に「ぎふ性能表示材」または「ぎふ証明材かつJAS製品」
を使用した場合にあっては1㎡当たり0.4千円(上限20千円)を加
算 
・部材別補助単価 
構造材・準構造材20千円/㎥、内装材2千円/㎡ 
（県内改修タイプ） 

内装材に「ぎふ証明材」を使用した場合にあっては1㎡当たり2

千円（上限140千円、下限40千円） 

内装材に「ぎふ性能表示材」又は「ぎふ証明材かつJAS製品」を

使用した場合にあっては、1㎡当たり0.4千円（上限20千円）を

加算 
申請住宅が当該補助金とは別に国補助金等の交付を受ける場合
、上記補助金額に100分の55を乗じて得た額を補助金額とする。 

 

木造住宅を新築

した建築主及び

既存住宅を改修

した建築主 

  

ぎふの木で家づく

り支援事業費補助

金実施要領に定め

る様式 

 

 
 

所管農林事務

所長 

（県外新築タ

イプを除く。

） 



 

４．住宅用県産材高騰対策緊

急支援事業 

 

県内外で県産材を柱材、土台、横架材、羽柄材

、構造用合板、内装材に一定量以上使用し住宅

を新築した工務店等に対する県産材使用に係る

経費 

 

 

木材使用量に応じて下記補助単価により積算した合計額で、400

千円以上1,000千円以内の額。なお、対象となる木材は「ぎふ性

能表示材」又は「ぎふ証明材かつJAS製品」とし、構造材以外の

部材については「ぎふ証明材」を対象に加える。 

・部材別補助単価 

柱材45千円/m3、土台40千円/m3、横架材20千円/m3、羽柄材30千

円/m3、構造用合板28千円/m3、内装材0.5千円/㎡ 

 

県内工務店等 

 

 

 

住宅用県産材高騰

対策緊急支援事業

費補助金実施要領

に定める様式 

 

 

住宅用県産材高騰

対策緊急支援事業

費補助金実施要領

に定める様式 

 

 

所管農林事務

所長 

 

 
２６ ぎふの木の家海外建設促進事業 

 

補 助 対 象 事 業 
 

補助対象経費 
 

補 助 金 の 額 
 

補 助 事 業 者 
 

交付申請書 
 

実績報告 書類の経由 

（提出）機関 

 

ぎふの木の家海外建設促進事業 

 

海外において、県産材を構造材の８割以上を使用す

る住宅等を建築した事業者に対する設計等技術料

に係る経費 

 

一棟当たり200千円 

 

 

住宅等を設計し、又は建築

する県内工務店等 

 

ぎふの木の家海外

建設促進事業費補

助金実施要領に定

める様式 

 

ぎふの木の家海外

建設促進事業費補

助金実施要領に定

める様式 

 

 

 

２７  防災対策木材備蓄事業費交付金 

 

補 助 対 象 事 業 
 

補助対象経費 
 

補 助 金 の 額 
 

補 助 事 業 者 
 

交付申請書 
 

実績報告 書類の経由           
（提出）機関     

 

防災対策木材備蓄事業 
 

災害時に道路等の応急対策として必要な木材の備蓄体制を確保するため、

知事と県森連代表理事会長が締結する協定に基づき、県森連が行う備蓄木

材の管理・保管等に要する経費 

 

知事が別に定める額 
 

県森連 
   

 

 
２８ ぎふ県産材利用促進施設等整備事業費補助金 

補 助 対 象 事 業 補助対象経費 補助金の額 補 助 事 業 者 間接補助事業者 交付申請書 実績報告書 

書類の経由

（提出）機

関 

 

木造化支

援 

 

福祉・商業・観光・医療

施設等の木造化支援 

 

ぎふ証明材等やＪＡＳ製

品等を使用し、施設の整

備を木造化で実施する場

合の割増経費 

 

１ 木造部分の床面積１㎡あたり17千円以

内の額 

ただし、１事業地あたり30,000千円を上限

とする。 

２ 協定締結者が補助事業者であり、かつ

木造部分の床面積が500㎡以上の場合（福

祉施設を整備する場合を除く。）は、１の

補助額に10％の金額を加算する。 

ただし、１事業地あたり50,000千円を上限

とする。 

３ 協定締結者が補助事業者であり、かつ

木造部分の床面積が1，000㎡以上の場合（福

祉施設を整備する場合を除く。）は、１の

補助額に15％の金額を加算する。 

ただし、１事業地あたり50,000千円を上限

とする。 

 

市町村（一部事務組合

を含む。）、森林組合、

農業協同組合、地縁団

体、学校法人、社会福

祉法人、医療法人、事

業協同組合、公益財団

法人、NPO法人、第３

セクター、民間事業者

その他特に知事が認め

る団体 

 

森林組合、農業協

同組合、地縁団体、

学校法人、社会福

祉法人、医療法人、

事業協同組合、公

益財団法人、NPO

法人、第３セクタ

ー、民間事業者そ

の他特に知事が認

める団体 

 

ぎふ県産材

利用促進施

設等整備事

業実施要領

に定める書

類 

 

ぎふ県産材利

用促進施設等

整備事業実施

要領に定める

書類 

 

所管農林事

務所長（県

外・複数の

農林事務所

の所管にわ

たるものを

除く。） 



 新技術・新製品を活用し

た施設の木造化支援 

ぎふ証明材等を利用した

新たな部材や新技術を活

用したモデル性が高い施

設を整備する経費 

 

１ 補助対象経費の２分の１以内の額 

ただし、１事業地あたり30,000千円を上限

とする。 

（間接補助事業については、10分の10以内

の額。ただし、当該補助事業に要する経費

の２分の１を上限とする。） 

２ 協定締結者が補助事業者であり、かつ

木造部分の床面積が500㎡以上の場合は、

１事業地あたり50,000千円を上限とする。 

   

  

小規模施設の木造化支援 

 

ぎふ証明材等を活用し、

運動場、広場及び公園等

の県民ふれあいの場、な

らびに国・県道の沿線等

に、県民等に対するＰＲ

効果の高い施設を整備す

る経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

ただし、１事業地あたり原則3,000千円を上

限とする。 

（間接補助事業については、10分の10以内

の額。ただし、当該補助事業に要する経費

の２分の１を上限とする。） 

  

 

内装木質化支援 

 

ぎふ証明材等を用いて、

多くの県民の利用が見込

まれる県内の施設の整備

を内装木質化で実施する

場合の割増経費 

（補助事業者が協定締結者

である場合は、事務室等に

おいて内装木質化を実施す

る場合についても、補助対

象とする。） 

 

施工面積1㎡当たり５千円以内の額（準不

燃材以上使用の場合は、10千円以内の額） 

ただし、１事業地あたり30,000千円を上限

とする。 

 

備品導入支援 訪問者が利用する屋内ス

ペースに設置する、ぎふ

証明材等を使用した机・

テーブル、椅子、ベンチ、

机・テーブル、椅子、ベ

ンチ、ソファ、ベッド及

び収納・陳列棚を導入す

る経費（補助事業者が協

定締結者である場合は、

事業活動に必要な製品に

ついて、ぎふ証明材等以

外の材料で製作された製

品からぎふ証明材等を使

用し製作された製品に置

き換える経費も含む。） 

補助対象経費の２分の１以内の額 

ただし、１事業地あたり5,000千円を上限と

する。 

補助事業者が協定締結者である場合、１事

業者あたり10,000千円を上限とする。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



２９ 特用林産振興対策事業費補助金 

 

補 助 対 象 事 業 
 

補助対象経費 
 

補 助 金 の 額 
 

補 助 事 業 者 
 

間接補助事業者 
 

交付申請書 
 

実績報告書 書類の経由 

（提出）機関 

 

１．きのこ生産資材

調達支援事業 

 

種菌購入 

 

県産材のしいたけ原木へ植菌する種菌の購入に係

る経費 

 

しいたけ原木１本当たり４

０円以内の額 

 

複数生産者によるしいたけ

生産者団体 

 

 

 

添付書類は、きの

こ生産資材調達支

援事業実施要領

（種菌購入）に定

める様式 

 

添付書類は、きのこ生

産資材調達支援事業

実施要領（種菌購入）

に定める様式 

 

所管農林事務所

長 

 

原木生産 

 

県内産しいたけ原木の伐採、作業道開設、運搬に係

る経費 

 

知事が定める単価と事業量

を乗じて得た額の２分の１

以内の額 

 

林業経営体、森林所有者、

原木しいたけ生産者 

  

添付書類は、きの

こ生産資材調達支

援事業実施要領

（原木生産）に定

める様式 

 

添付書類は、きのこ生

産資材調達支援事業

実施要領（原木生産）

に定める様式 

 

所管農林事務所

長 

 

２．新規きのこ生産者就業定着給付金事

 業 

 

 

 

就業間もない原木きのこ生産者に対し、経営安定化

と就業定着を図るための給付金を支給するのに要

する経費 

 

補助対象経費の１０分の１

０以内の額 

ただし、給付金の額は１人

当たり 500千円を上限とす

る。夫婦共に就業した場合

は、夫婦合わせて 750千円

を上限とする。 

 

市町村 

 

原木きのこ生産者 

 

添付書類は、新規

きのこ生産者就業

定着給付金事業実

施要領に定める様

式 

 

添付書類は、新規きの

こ生産者就業定着給

付金事業実施要領に

定める様式 

 

所管農林事務所

長 

 

３．きのこ生産資材導入支援事業 

 

 

 

生産資材の国産化及びコスト低減に取組むきのこ

生産者が、次期生産に必要な生産資材等の導入に要

する経費 

 

知事が定める額 

 

自らきのこ生産を行う市町

村、森林組合、森林組合連

合会、生産森林組合、農業

協同組合、農業協同組合連

合会、農事組合法人及び民

間事業者又は上記実施者を

取りまとめる者 

  

添付書類はきのこ

生産資材導入支援

事業実施要領に定

める様式 

 

添付書類はきのこ生

産資材導入支援事業

実施要領に定める様

式 

 

所管農林事務所

長 

 

４．薪の広場支援事業 

 

薪の生産に必要な施設整備に係る経費 

 

補助対象経費の２分の１以

内の額 

ただし、１事業当たり 

1,000千円を上限とする。 

 

岐阜県内に事業所を有し、

薪を生産する個人又は法人

その他団体 

  

添付書類は、薪の

広場支援事業実施

要領に定める様式 

 

添付書類は、薪の広場

支援事業実施要領に

定める様式 

 

所管農林事務所

長 

 
３０  災害復旧事業（林業用災害復旧事業費補助金を含む。） 

補   助   対   象   事   業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績 

報告書 

書 類 の 

経由（提 

出）機関 
 

１  農林水産業施設災害復

旧事業費国庫補助の暫定措

置に関する法律（昭和２５年

法律第１６９号。以下この表

において「暫定措置法」とい

う。）第３条第２項に規定す

る災害復旧事業 

 

(1)  林地荒廃防止施設 
 

本工事費等 
 

補助対象経費の 

10分の6.5以内の額 

 

市町村、森林組合

その他知事の認め

る団体（以下この

表において「市町

村等」という。） 
 

 

 

岐阜県林業用施設災

害復旧事業事務取扱

要領に定める様式 

 

岐阜県林業用

施設災害復旧

事業事務取扱

要領に定める

様式 

 

所管農林

事務所長 
 

(2)  林道 
 

ア  奥地幹線林道 
 

工事費 

（工事雑費を除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の6.5以内の額 

 

イ  その他の林道 
 

補助対象経費の 

10分の5以内の額 



 

(3) 林業用施設 
 

 共同利用施設災害復旧事業 
 

工事費 

（工事雑費を除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の2以内の額 
 

 

※林業関係事業補助金等交付要綱（昭

和47年８月11日付47林野政第640号農

林事務次官依命通達）に定める様式に

準ずる）。変更・中止・廃止の場合も

同様とする。 

 

２  暫定措置法第３条第３

項に規定する災害復旧事業 

 

(1)  奥地幹線林

道 
ア  暫定措置法第３条第３項第３号イの当該部分 

工事費 

（工事雑費を除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の9以内の額 

 

市町村等 
 

岐阜県林業用施設災

害復旧事業事務取扱

要領に定める様式 

 

岐阜県林業用

施設災害復旧

事業事務取扱

要領に定める

様式 
イ  アのうち政令で定める額に相当する部分 

 

補助対象経費の 

10分の10以内の額 

 

(2)  その他の林

道 
ア 暫定措置法第３条第３項第３号ロの当該部分 

工事費 

（工事雑費を除く。） 

 

補助対象経費の 

10分の7.5以内の額 

イ アのうち政令で定める額に相当する部分         
 

補助対象経費の 

10分の8.5以内の額 

 

３  激
じん

甚災害に対処するた

めの特別の財政援助等に関

する法律（昭和３７年法律第

１５０号。以下この表におい

て「激特法」という。）に基

づく災害復旧事業 

 

(1)  林道 
 

ア  激
じん

甚災害に対処するための特別の財政援助に関する法律施行令（昭和３７年政令第

４０３号。以下この表において「激特令」という。）第１６条第２号イに定める区分 

 

補助対象経費の 

10分の7以内の額 

 

市町村等 
 

岐阜県林業用施設災

害復旧事業事務取扱

要領に定める様式 

 

岐阜県林業用

施設災害復旧

事業事務取扱

要領に定める

様式 イ  激特令第１６号第２号ロに定める区分 
 

補助対象経費の 

10分の8以内の額 

ウ  激特令第１６条第２号ハに定める区分 
 

補助対象経費の 

10分の9以内の額 

 

(2) 激特令第２３条の２第２項の規定により農林水産大臣が告示をした市町村の区域において被害木等の

整理、跡地造林及び倒木起こしに要する経費 

 

補助対象経費の 

3分の2以内の額 
 

(3) 林業用施設 

（共同利用施設災 

害復旧事業） 

 

ア 激特令第１９条第

１項第４号に掲げる区

域 

 

(ｱ)  激特法第６条の規定により読み替

えて適用する暫定措置法第３条第２項

第５号の事業費のうち（イ）以外の部分 

 

工事費 

（工事雑費を除く。） 

 

補助対象経費の10

分の４以内の額 

 

市町村等 
 

※交付申請書及び実績報告書並びに

これらの添付書類は、林業関係事業補

助金等交付要綱（昭和47年８月11日付

47林野政第640号農林 事務次官依命

通達）に定める様式に準ずる。変更・

中止・廃止の場合も同様とする。 

 

所管農林

事務所長 

 

(ｲ)  激特法第６条の規定により読み替

えて適用する暫定措置法第３条第２項

第５号の事業費のうち政令で定める額

に相当する部分 

 

工事費 

（工事雑費を除く。） 

 

補助対象経費の10

分の９以内の額 

 

市町村等 

 

イ ア以外の地域 
 

(ｱ)  激特法第６条の規定により読み替

えて適用する暫定措置法第３条第２項

第５号の事業費のうち（イ）以外の部分 

 

工事費 

（工事雑費を除く。） 

 

補助対象経費の10

分の３以内の額 

 

市町村等 

 

(ｲ)  激特法第６条の規定により読み替

えて適用する暫定措置法第３条第２項

第５号の事業費のうち政令で定める額

に相当する部分 

 

工事費 

（工事雑費を除く。） 

 

補助対象経費の10

分の５以内の額 

 

市町村等 



 

４  災害復旧査定設計事業 
 

暫定措置法の対象となる施設（林道及び林業用施設に限る。）に係る災害復旧事業補助計画概要書を作成するた

めに必要な調査、測量、試験又は設計に関する委託費又は請負費 

 

補助対象経費の10

分の5以内の額 

 

市町村等 
 

別記第１５号様式及び 

別記第１６号様式 

※ただし、林業用施設に係る交付申請

書及び実績報告書並びにこれらの添

付書類は、林業関係事業補助金等交付

要綱に定める様式に準ずる。変更・中

止・廃止の場合も同様とする。 

 

５ 災害関連山村環境施設

復旧事業 

 

暫定措置法に基づく林道施設の災害復旧事業に関連して、同一の災害により被害を受けた山村環境施設の復旧に

要する経費 

 

補助対象経費の2

分の1以内の額 

 

市町村等 
 

添付書類は、林業関係事業補助金等交

付要綱に定める様式に準ずる。変更・

中止・廃止の場合も同様とする。 

 

３１ 岐阜県地域森林監理士活用事業 

補 助 対 象 事 業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補 助 事 業 者 交付申請書 実績報告 書類の経由 

（提出）機関 

 

岐阜県地域森林監理士活用事業 

 

１）市町村が林務行政の支援を受けるため、岐阜県

地域森林監理士を活用するための経費 

 

２）林業事業体等が経営体質の強化等を図るため、

岐阜県地域森林監理士を活用するための経費 

 

１）補助対象経費の１００分の２３

以内の額 

 

２）補助対象経費の１００分の５０

以内の額 

 

市町村、林業事業

体、林業関係団体そ

の他知事が認める

者 

 

添付書類は、岐阜県

地域森林監理士活

用事業実施要領に

定める様式 

 

 

添付書類は、岐阜県

地域森林監理士活

用事業実施要領に

定める様式 

 

 

所管農林事務所長 

 
 
 
３２ ヒノキ製品需要拡大施設等整備事業 

補 助 対 象 事 業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 間接補助事業者 交付申請書 実績報告 
書類の経由 

（提出） 
機関  

 

ヒノキ製品需要拡大施設等整備事業 

 

県産ヒノキを活用した、展示効果の

高い製品の導入に要する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の

額（間接補助事業については、

補助対象経費の10分の10以内の

額。ただし、当該間接補助事業

に要する経費の２分の１を限度

とする。） 

 

市町村、森林組合、農

業協同組合、地縁団体

、学校法人、社会福祉

法人、医療法人、事業

協同組合、公益財団法

人、ＮＰＯ法人、第三

セクターその他特に知

事が認める団体（範囲

が市町村の枠を超えた

広域のものに限る。） 

 

森林組合、農業協

同組合、地縁団体

、学校法人、社会

福祉法人、医療法

人、事業協同組合

、公益財団法人、

ＮＰＯ法人、第三

セクターその他

特に知事が認め

る団体（範囲が市

町村の枠を超え

た広域のものに

限る。） 

 

ヒノキ製品需要拡

大等施設整備事業

実施要領に定める

書類 

 

ヒノキ製品需要拡

大等施設整備事業

実施要領に定める

書類 

 

所管農林事務所長（複

数の農林事務所の所

管にわたるものを除

く。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



３３ 林業事業体ＩＣＴ技術等導入支援事業費補助金 
     

補 助 対 象 事 業 
 

 
補助対象経費 

 

 
補助金の額 

 
補助事業者 

 
交付申請書 

 

 
実績報告書 

 

書類の経由 
（提出）機関 

 

林業事業体ＩＣＴ技術等導入支援事

業費補助金 

 

ＩＣＴ技術などの新技術導入経

費 

 

補助対象経費の

２分の１以内の

額（2,000千円を

上限とする。） 

 

選定経営体及び林

業事業体（労働災害

対策に係る備品・資

機材導入経費及び

レンタル経費、並び

にシステム利用経

費及び外部委託経

費に限る。） 

 

添付書類は、林業事業体ＩＣＴ技術等導

入支援事業実施要領に定める様式 

 

 

添付書類は、林業事業体ＩＣＴ技術等導

入支援事業実施要領に定める様式 

 

所管農林事務所長 

 
３４ 森林・山村多面的機能発揮対策交付金 

     
補 助 対 象 事 業 

 
補助対象経費 

 

 
補助金の額 

 
補助事業者 

 
交付申請書 

 

 
実績報告 

 

書類の経由 
（提出）機関 

 

森林・山村多面的機能発揮対策交付金事

業 

 

市町村が森林・山村多面的機能発

揮対策に係る活動に取り組む活動

組織に対して行う推進・指導等に

要する経費 

 

定額 

 

市町村 

 

添付書類は、別記第２号様式及び岐阜県森

林・山村多面的機能発揮対策推進交付金市

町村推進事業実施要領に定める様式 

 

添付書類は、別記第７号様式及び別記第９

号様式並びに岐阜県森林・山村多面的機能

発揮対策推進交付金市町村推進事業実施

要領に定める様式 

 

 
 
 
３５ 森林づくり活動基盤整備事業費補助金 

補 助 対 象 事 業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告 
書類の経由 
（提出）機関 

 

森林づくり

活動基盤整

備事業 

 
林業・木材
産業成長産
業化促進対
策交付金 
 (1)森林の

多様な利用

・緑化の推

進 

①森林づく

り活動基盤

の整備 

 

 

 

 
ア 森林を活用した環境
教育・林業教育のための実
習林、観察林等のフィール
ド整備 
 

 

補助対象事業に要す

る経費 

 

補助対象経費の１０分の４以内の額（間接補

助事業については、補助対象経費の１０分の

１０以内の額。ただし、当該間接補助事業に

要する経費の１０分の４を限度とする。） 

森林学習歩道については、補助対象経費の２

分の１以内の額 

（間接補助事業については、補助対象経費の

１０分の１０以内の額。ただし、当該間接補

助事業に要する経費の２分の１を限度とする

。） 

特別区が当該森林の所在する市町村との交流

協定により実施する場合は、補助対象経費の

３分の１以内の額（間接補助事業については

、補助対象経費の１０分の１０以内の額。た

だし、当該間接補助事業に要する経費の１０

分の４を限度とする。） 

 

市町村、当該森林が所在する市町村と

交流協定を締結している特別区及び流

域森林・林業活性化センター 

 

 

 

添付書類は、別記第

２号様式及び岐阜県

森林づくり活動基盤

整備事業実施要領に

定める様式 

 

添付書類は、別記第

７号様式及び別記第

９号様式並びに岐阜

県森林づくり活動基

盤整備事業実施要領

に定める様式 

 

所管農林事務所長 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
イ 森林環境教育活動施設
整備 
 

 

補助対象事業に要す

る経費 

 

補助対象経費の１０分の４以内の額（間接補

助事業については、補助対象経費の１０分の

１０以内の額。ただし、当該間接補助事業に

要する経費の１０分の４を限度とする。） 

特別区が当該森林の所在する市町村との交流

協定により実施する場合は、補助対象経費の

３分の１以内の額（間接補助事業については

、補助対象経費の１０分の１０以内の額。た

だし、当該間接補助事業に要する経費の１０

分の４を限度とする。） 

 

市町村、当該森林が所在する市町村と

交流協定を締結している特別区及び流

域森林・林業活性化センター 

 

 

 
ウ 共同施設整備 
 

 

補助対象事業に要す

る経費 

 

補助対象経費の１０分の４以内の額（間接補

助事業については、補助対象経費の１０分の

１０以内の額。ただし、当該間接補助事業に

要する経費の１０分の４を限度とする。） 

特別区が当該森林の所在する市町村との交流

協定により実施する場合は、補助対象経費の

３分の１以内の額（間接補助事業については

、補助対象経費の１０分の１０以内の額。た

だし、当該間接補助事業に要する経費の１０

分の４を限度とする。） 

 

市町村、当該森林が所在する市町村と

交流協定を締結している特別区及び流

域森林・林業活性化センター 

 

 

 
エ 森林づくり活動基盤整
備付帯事業 

 

補助対象事業に要す

る経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額（間接補助

事業については、補助対象経費の１０分の１

０以内の額。ただし、当該間接補助事業に要

する経費の２分の１を限度とする。） 

 

市町村、、当該森林が所在する市町村

と交流協定を締結している特別区及び

流域森林・林業活性化センター 

 

 
 
３６ 緑の青年就業準備給付金事業 

補 助 対 象 事 業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告書 
書類の経由 
（提出）機関 

 

緑の青年就業準備給付金事業 

 

林業への就業に向け、必要な知識

の習得等を行う者に対して給付

金を支給するのに要する経費 

 

補助対象経費の１０／１０以内の

額 

ただし、給付金については、年間

１２５万円／人を上限とする。 

 

知事が適当と認める者 

 

 

添付書類は、岐阜県緑の青年就

業準備給付金事業事務取扱要領

に定める様式 

 

添付書類は、岐阜県緑の青年就業

準備給付金事業事務取扱要領に

定める様式 

 

岐阜県緑の青年就業準

備給付金事業事務取扱

要領に定める研修機関 

 
３７ 県産材競争力強化・販路拡大支援事業 

補 助 対 象 事 業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告 
書類の経由 
（提出）機関 

 
県産材競争力強化・販路拡大支援
事業 

 

国内競争力強化支援事

業 

 

県産材製品の国内での販路拡大に

向けた取組みに係る経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

ただし、１事業当たり1,000千円

を上限とする。 

 

林業・木材産業関係者、住宅産業関係

者、特用林産物を生産、流通又は加工

を行う者、特用林産生産者で構成され

た団体、市町村及びこれらの関係者で

構成する団体、大学等の試験研究機関

その他知事が認めるもの 

 

 

添付書類は、県産

材競争力強化・販

路拡大支援事業実

施要領に定める様

式 

 

 

 

添付書類は、県産

材競争力強化・販

路拡大支援事業実

施要領に定める様

式 

 

 

 

 

海外販路拡大支援事業 

 

県産材製品の海外での販路拡大に

向けた取組みに係る経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

ただし、１事業当たり2,000千円

を上限とする。 



 

新規用途導入促進事業 

 

県産材を活用した新製品の開発支

援、製品化に向けた試験研究等の

取組みに係る経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

ただし、１事業当たり5,000千円

を上限とする。 

 

海外技術者育成支援事

業 

 

県産材住宅を建設する海外技術者

の育成に向けた取組みに係る経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

ただし、１事業当たり 2,000 千円

を上限とする。 

 

県産材海外ＰＲ施設整

備支援事業 

 

海外における県産材ＰＲ施設の整

備に係る経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

ただし、１事業当たり 5,000 千円

を上限とする。 

 

ＤＸ支援事業 

 
デジタル化や効率的なデジタルデ
ータの活用などＤＸに向けた取組 
 

 
補助対象経費の２分の１以内の額 
ただし、１事業当たり5,000千円を
上限とする。 

 

特用林産物競争力強化

・販路拡大支援事業 

 

特用林産物の国内外での競争力強

化・販路拡大を目的とした取組 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

ただし、１事業当たり1,000千円

を上限とする。 

 

３８ 県産材等生産体制強化施設整備事業 

補 助 対 象 事 業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告 
書類の経由 
（提出）機関 

 

県産材等生産体制強化

施設整備事業 

 

 

 

 

木材製品加工 

 

木材のＪＡＳ規格製品又はぎふ性能表示材の

生産に必要な施設整備に係る経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

ただし、補助対象経費の額は１事業

当たり5,000千円を上限とする 

 

岐阜県内の木材製品加工業者の

うち、ＪＡＳ又はぎふ性能表示

材の認定工場及び施設導入後３

年以内にＪＡＳ又はぎふ性能表

示材の認定工場になる者 

 

添付書類は、別記第２号

様式及び県産材等生産体

制強化施設整備事業実施

要領に定める様式 

 

添付書類は、別記第９号

様式及び県産材等生産体

制強化施設整備事業実施

要領に定まる様式 

 

所管農林事務所長 

 

ＪＡＳ認証取得 

 

ＪＡＳ認証（新規取得、品目・区分の追加、

認証事項の変更（樹種、形状の追加に限る。））

を取得するために係る経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

ただし、補助対象経費の額は１事業

当たり1,200千円を上限とする 

 

岐阜県内の木材製品加工業者 

 

キノコ生産 

 

キノコの国際水準ＧＡＰ認証、ぎふ清流ＧＡ

Ｐ評価又は有機ＪＡＳ認証の取得及び認証取

得品の生産に必要な施設整備に係る経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

ただし、補助対象経費の額は１事業

当たり概ね3,000千円を上限とする 

 

岐阜県内のキノコ生産者(個人

を含む。)のうち、国際水準ＧＡ

Ｐ認証、ぎふ清流ＧＡＰ評価又

は有機ＪＡＳ認証を取得してい

る者及び施設導入後３年以内に

国際水準ＧＡＰ認証、ぎふ清流

ＧＡＰ評価又は有機ＪＡＳ認証

を取得する者 

 
 
 
 
 
 

 
 



３９ ぎふの木需要拡大ネットワーク活動支援事業 

補 助 対 象 事 業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告書 
書類の経由 
（提出）機関 

 
ぎふの木需要拡大ネットワーク活動支
援事業 

 
 

 
・県産材を活用した規格住宅、住
宅資材、設備、家具等の開発及び

普及等に係る経費 
・県産材流通に関するデジタル化
やDXに向けた活動に係る経費 

・県産材のサプライチェーン構築
に関する活動に係る経費 

 
補助対象経費の２分の１以
内の額 

ただし、１事業当たり3,000
千円を上限とする。 

 
木材生産事業者、製材加工事
業者、木材流通事業者、住宅

建築事業者、不動産事業者そ
の他関連事業者で構成する団
体 

 
添付書類は、ぎふの木需
要拡大ネットワーク活動

支援事業実施要領に定め
る様式 

 
添付書類は、ぎふの木需要
拡大ネットワーク活動支

援事業実施要領に定める
様式 

 
 

 
４０ 林業事業体木材生産向上支援事業 

補 助 対 象 事 業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告 
書類の経由 
（提出）機関 

 

林業事業体木材生産向上支援事業 

 

 

木材生産向上の取組に必要な経

費 

 

補助対象経費の２分の１以

内の額 

 

 

選定経営体 

 

 

添付書類は、林業事業体

木材生産向上支援事業実

施要領に定める様式 

 

添付書類は、林業事業体木

材生産向上支援事業実施

要領に定める様式 

 

所管農林事務所長 

 
４１ 林業・木材事業者活動強化支援事業 

 
４２ 木材産業国際競争力強化対策交付金事業 

 

補  助  対  象  事  業 
 

補助対象経費 
 

補  助  金  の  額 
 

補助事業者 
 

交付申請書 
 

実績報告書 
書 類 の    

経由（提 

出）機関 
 

木材加工流通施設

等整備事業 

 

(1)木材加工流通施設等整備 
 

木材処理加工施設、木材集出荷販

売施設、森林バイオマス等再利用

促進施設及びストックヤードの整

備に要する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額（間接補助

事業については、補助対象経費の10分の10以

内の額。ただし、当該間接補助事業に要する

経費の２分の１を上限とする。） 

 

市町村、森林組合、生産森林組合

、県森連、林業者等の組織する団

体、木材関連業者等の組織する団

体、地域材を利用する法人及び地

 

添付書類は、別記第

２号様式及び岐阜県

林業構造改善事業費

補助金事務取扱要領

 

添付書類は、別記第

７号様式､及び別記第

９号様式並びに岐阜

県林業構造改善事業

 

所管農林事務所

長 

 

補 助 対 象 事 業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助金事業者 交付申請書 実績報告 
書類の経由 

（提出）機関 

 

林業・木材事業者活動強化支援事業 

 

国内競争力強化支援 

 

コロナ社会に対応した県

産材製品の国内での販路

拡大に向けた取組みに係

る経費 

 

補助対象経費の２分の１以

内の額 

ただし、１事業当たり1,000

千円を上限とする。 

 

林業・木材産業

関係者及び住

宅産業関係者 

 

添付書類は、林業・

木材事業者活動強化

支援事業実施要領に

定める様式 

 

添付書類は、林業・木材

事業者活動強化支援事業

実施要領に定める様式 

 

 

海外販路拡大支援 

 

コロナ社会に対応した県

産材製品の海外での販路

拡大に向けた取組みに係

る経費 

 

補助対象経費の２分の１以

内の額 

ただし、１事業当たり2,000

千円を上限とする。 

 

ＤＸ支援 

 

コロナ社会に対応した事

業者によるＤＸに係る経

費  

 

 

補助対象経費の２分の１以

内の額 

ただし、１事業当たり5,000

千円を上限とする。 



 

(2)附帯事業 

 
(1)の施設整備導入の効率的かつ

円滑な実施を図るために必要な調

整活動、実践的知識、技術の習得

活動等に要する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

方公共団体等の出資する法人その

他知事が認めるものであって、体

質強化計画に明記された事業主体 

 

に定める様式 費補助金事務取扱要

領に定める様式 

備考 上記に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削減総合対策交付金等交付等要綱（平成28年1月20日27林整計第232号農林水産事務次官依命通知）の定めるところに準じるもの 

とする 
 

４３ 県産材安定供給システム構築整備事業 

 

補  助  対  象  事  業 
 

補助対象経費 
 

補  助  金  の  額 
 

補助事業者 
 

交付申請書 
 

実績報告書 
書 類 の    

経由（提 

出）機関 
 

県産材安定供給システム構築整備事業 
 

 

 

 

県産材の安定供給システムを構築

するために必要な施設の整備に要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

 

 

森林組合、生産森林組合、県森連

、林業者等の組織する団体、木材

関連業者等の組織する団体、地域

材を利用する法人及び地方公共団

体等の出資する法人その他知事が

認める事業主体であって、県産材

の安定供給に関する協定を締結す

るもの 

 

添付書類は、別記第

２号様式及び県産材

安定供給システム構

築整備事業実施要領

に定める様式 

 

添付書類は、別記第

７号様式及び別記第

９号様式並びに県産

材安定供給システム

構築整備事業実施要

領に定める様式 

 

所管農林事務所

長 

 

 

４４ 森林資源量調査効率化事業 

 

補  助  対  象  事  業 
 

補助対象経費 
 

補  助  金  の  額 
 

補助事業者 
 

交付申請書 
 

実績報告書 
書 類 の    

経由（提 

出）機関 
 

森林資源量調査効率化事業 
 

ＩＣＴ、ＩｏＴなどの新技術を活

用した森林資源量調査の外部委託

に要する経費及び森林資源量調査

に係るＩＣＴ機器のレンタルに要

する経費 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

 

森林の経営管理による二酸化炭素

吸収量の認証取得に取り組む企業

・団体等 

 

添付書類は、森林資

源量調査効率化事業

実施要領に定める様

式 

 

添付書類は、森林資

源量調査効率化事業

実施要領に定める様

式 

 

 

４５ 森林作業道強靭化事業 

 

補  助  対  象  事  業 
 

補助対象経費 
 

補  助  金  の  額 
 

補助事業者 

 

交付申請書 
 

実績報告書 
書 類 の    

経由（提 

出）機関 
 
森林作業道強靭化事業 

 

(1)高規格化 

森林作業道の高規格化に要する経

費 

(2)強靭化 

森林作業道の排水施設、土留工、

路肩の補強（補修含む）等に要す

る経費 

 

(1)高規格化：知事の定める額 

(2)強靭化：補助対象経費の2分の1以内（10

万円/箇所を上限とする。）の額 

 

森林作業道の管理者又は管理者か

ら委任を受けた者 

 

添付書類は、森林作

業道強靭化事業実施

要領に定める様式 

 

添付書類は、森林作

業道強靭化事業実施

要領に定める様式 

 

所管農林事務所

長 

 

 

 

 



４６ 再造林加速化促進事業 

 

補  助  対  象  事  業 
 

補助対象経費 
 

補  助  金  の  額 
 

補助事業者 

 

交付申請書 
 

実績報告書 
書 類 の    

経由（提 

出）機関 
 

１ 再造林基金支援事業 
 

 

再造林基金による助成金 

 

 

補助対象経費の2分の1以内の額とし、ha当た

りの上限を25千円、1団体当たりの上限を2,0

00千円とする。 

 

再造林基金団体 

   

 

２ 再造林基金団体支援事業 
 

 

再造林基金団体が行う事務に要す

る経費 

 

補助対象経費の2分の1以内の額 

 

４７ 森林サービス産業緊急支援事業 

 

補  助  対  象  事  業 
 

補助対象経費 
 

補  助  金  の  額 
 

補助事業者 

 

交付申請書 
 

実績報告書 
書 類 の    

経由（提 

出）機関 
 

森林サービス産業緊急支援事業 

 

 

森林サービス産業に係る設備を省

エネ効果の高い設備へ改修等する

取組に要する経費 

 

 

補助対象経費の3分の2以内の額（500万円/件

を上限、50万円/件を下限とする。） 

 

県内に本社又は事業所を有し、森

林空間を活用して健康、観光、教

育等の多様な分野の体験事業を行

う法人及び団体 

 

添付書類は、森林サ

ービス産業緊急支援

事業実施要領に定め

る様式 

 

添付書類は、森林サ

ービス産業緊急支援

事業実施要領に定め

る様式 

 

所管農林事務所

長 

 

４８ 森林境界明確化支援事業費補助金 

補助対象事業 補助対象経費 補助金の額 補助事業者 間接補助事業者 交付申請書 実績報告書 書類の経由 

（提出）機関 

森林境界明確化支援事業費補助金 森林境界明確化に要する次の経費 
１ 地域森林計画対象外森林の調査 

 
 
２ 境界不明確地の再調査 

１ 地域森林計画対象外森林の調査 
定額 

11,250円/ha以内 
 
２ 境界不明確地の再調査 

間接補助事業に要する対象経費の４分の１
以内の額 
 

ただし、１及び２の合計は間接補助事業者
１者当たり1,750千円を上限とする。 

市町村 林業事業体等 添付書類は、森

林境界明確化支

援事業実施要領

に定める様式 

添付書類は、
森林境界明確

化支援事業実
施要領に定め
る様式 

所管農林事務
所長 

 
 
４９ 森の魅力創出支援事業 

補助対象事業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告書 
書類の経由 

（提出）機関 

 

森の魅力創出支援事業 

 

新たに実施する森林サービス産業に係る事業

に要する経費 

 

①一般枠 

補助対象経費の2分の1以

内の額（250万円/件を上

限とする。） 

 

②インバウンド枠 

補助対象経費の2分の1以

内の額（50万円/件を上限

とする。） 

 

民間事業者、NPO法人、第三

セクター、森林組合、地縁

団体、社会福祉法人、医療

法人、事業協同組合、公益

財団法人等 

 

添付書類は、森の魅力創出支援事業実

施要領に定める様式 

 

添付書類は、森の魅力創出

支援事業実施要領に定める

様式 

 

 
 
 



５０ フォレスト・クリーンアップ事業 

補助対象事業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告書 
書類の経由 

（提出）機関 

 

フォレスト・クリーンアップ事業 

 

幼齢木保護材の撤去及び処分に要する経費 

 

県が定める単価に事業量

を乗じて得た額の2分の1

以内の額 

 

市町村 

 

添付書類は、フォレスト・クリーンア

ップ事業実施要領に定める様式 

 

添付書類は、フォレスト・

クリーンアップ事業実施要

領に定める様式 

 

所管農林事務所

長 

 
 
５１ エネルギーの森実証支援事業費補助金 

補助対象事業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告書 
書類の経由 

（提出）機関 

 

エネルギーの森実証支援事業 

 

エネルギーの森実証に係る経費 

 

定額 

 

市町村、民間事業者等 

 

添付書類は、エネルギーの森実証支援

事業補助金事務取扱要領に定める様式 

 

添付書類は、エネルギーの

森実証支援事業補助金事務

取扱要領に定める様式 

 

 

 

５２ エネルギーの森整備支援事業費補助金 

補助対象事業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告書 
書類の経由 

（提出）機関 

 

エネルギーの森整備支援事業 

 

１ エネルギーの森予定地における事前整備作

業に要する経費 

 

２ エネルギーの森づくりの普及啓発のために

行う看板設置に係る経費 

 

１ 木質バイオマス利用施設に搬入

して処分した材積1㎥につき3,000円

とする。ただし、現地破砕を行い、

木質バイオマス利用施設に搬入して

処分した場合は、1㎥につき1,500円

を加算する。（3ha・170t/haを上限と

する。） 

２ 看板設置 

補助対象経費の2分の1以内の額（5

万円を上限とする。） 

 

森林所有者、市町村

、森林組合、森林組

合連合会、林業事業

体、木質バイオマス

事業者（発電所。熱

利用施設・チップ製

造等）、森林整備法

人その他林業関係者

等の組織する団体 

 

添付書類は、エネルギーの森整備支援

事業実施要領に定める様式 

 

添付書類は、エネルギーの

森整備支援事業実施要領に

定める様式 

 

所管農林事務所

長（複数の農林

事務所の所管に

わたるものを除

く） 

 

５３ 花粉の少ない森林への転換促進事業 

補助対象事業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告書 
書類の経由 

（提出）機関 

 

花粉の少ない森林への転換促進

事業 

 

(1)花粉の少ない森林への転換活動に対する支

援に係る経費 

 

定額 

(1)植替活動金：120千円/ha 

(2)植替促進費：花粉の少ない森林へ

の転換促進事業実施要領（令和7年12

月16日付け7林整森第202号林野庁長

官通知）の別表1に定める額 

 

知事が認める者 

 

添付書類は、岐阜県花粉の少ない森林

への転換促進事業実施要領に定める様

式 

 

添付書類は、岐阜県花粉の

少ない森林への転換促進事

業実施要領に定める様式 

 

 

(2)花粉の少ない森林への転換促進の支援に係

る事務関係経費 

 

岐阜県花粉の少ない森林への転換促

進事業実施要領に定める額 

 

 

 

 



５４ 岐阜県森林サービス産業等環境整備支援事業費補助金 

補助対象事業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告書 
書類の経由 

（提出）機関 

 

岐阜県森林サービス産業等環境

整備支援事業費補助金 

 

森林空間等を活用した体験型アウトドアコンテ

ンツの環境基盤整備に必要となる経費 

 

市町村：補助対象経費の2分の1以内

の額（375万円/件を上限とする。） 

 

市町村以外：補助対象経費の3分の2

以内の額（500万円/件を上限とする

。） 

 

市町村及び民間事業

者、NPO法人、第三セ

クター、森林組合、

地縁団体、社会福祉

法人、医療法人、事

業協同組合、公益財

団法人等 

 

添付書類は、岐阜県森林サービス産業

等環境整備支援事業費補助金実施要領

に定める様式 

 

添付書類は岐阜県森林サー

ビス産業等環境整備支援事

業費補助金実施要領に定め

る様式 

 

 

 

５５ 広葉樹加工流通施設等整備支援事業 

補助対象事業 補助対象経費 補 助 金 の 額 補助事業者 交付申請書 実績報告書 
書類の経由 

（提出）機関 

 

広葉樹加工流通施設等整備支援

事業 

 

県産広葉樹材の加工及び流通に必要な施設整備

に係る経費 

 

 

補助対象経費の２分の１以内の額 

ただし、補助対象経費の額は１事業

あたり5,000千円を上限とする。 

 

岐阜県内の木材加工

流通業者 

 

添付書類は、別記第２号様式及び広葉

樹加工流通施設等整備支援事業実施要

領に定める様式 

 

添付書類は、別記第９号様

式及び広葉樹加工流通施設

等整備支援事業実施要領に

定まる様式 

 

所管農林事務所

長 

 



備考 別表第１において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

１ 山振  山村振興法（昭和４０年法律第６４号）第７条第１項の規定により振興山村に指定された地域をいう。 

２ 過疎  過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号）第２条第２項の規定により公示された市町村をいう。 

３ 中核  中核林業振興地域育成事業実施要綱（５１林野計第１６９号農林事務次官通達）に基づき指定された地域をいう。 

４ 農林一体  農林地一体開発林道整備パイロット事業実施計画樹立要綱（５３講改Ｃ第２７１号農林水産事務次官依命通達）に基づき開設される林道をいう。 

５ 水特  水源地域対策特別措置法（昭和４８年法律第１１８号）第４条第３項の規定により決定された水源地域整備計画に基づく林道整備をいう。 

６ 林業関係公社  公益社団法人岐阜県森林公社及び公益社団法人木曽三川水源造成公社をいう。 

７ 県森連  岐阜県森林組合連合会をいう。 

８ 県木連  岐阜県木材協同組合連合会をいう。 

９ 林災協  林業・木材製造業労働災害防止協会岐阜県支部をいう。 

10 林業事業体  森林技術者を雇用して造林、保育その他の森林施業を行う者又はその組織する団体をいう。 

11 知事の定める団体  事業ごとに知事が別に定める団体をいう。 

12 認定事業体  林業労働力の確保の促進に関する法律第５条第３項の規定により知事が計画認定した事業体をいう。 

13 選定経営体  林業経営体の育成について（２９林政経第３１６号林野庁長官通知）に基づき制定した岐阜県林業経営体に関する公表要領（森経第１１０４号林政部長通知）に

基づき知事が登録及び公表した事業体をいう。 



別表第２（第５条関係） 

岐阜県補助金等交付規則第６条第１号及び第２号の知事の定める「軽微な変更」以外の変更 

 

区  分 

 

補   助   対   象   事   業 
 

経  費  の  配  分  の  変  更 
 

事  業  の  内  容  の  変  更 

 

１  林道開設等事業 
 

・公共事業 
 

（１）森林環境保全整備事業 

 林業関係事業補助金等交付要綱（昭和４７年

８月１１日付け林野政第６４０号 以下この

表において「国要綱」という。）別表１の「重

要な変更」欄に掲げる変更 

 

（１）森林環境保全整備事業 

 国要綱別表１の「重要な変更」欄に掲げる変

更 

 

（２）地方創生道整備推進交付金 

次に掲げる軽微な変更以外の変更 

 １ 事業の進捗率の変更があったことに伴

う事業内容の変更 

 ２ 他の施設の整備への充当があったこと

に伴う事業内容の変更 

 ３ 施工延長の著しい増減を生じない事業

内容の変更 
 

・県単事業 
 

林道又は施設ごとの事業費の額の３０％を超

える増減を行う変更 

 

 

２  森林修景事業 
 

・森林修景事業 
  

(1) 補助対象事業費の２０％を超える増減  

(2) 森林整備事業施工面積の２０％を超える  

増減                                  
 

３  林地崩壊防止事業 
 

・林地崩壊防止事業 
 

国要綱別表１の「重要な変更」欄に掲げる変更 

 

国要綱別表１の「重要な変更」欄に掲げる変更 
 

４  集落環境保全整備事業 
 

１ 流末処理施設整備事業 

２ 環境保全整備事業 

３ 生活環境保全林等整備事業 

  

(1)補助対象事業費の２０％を超える増減 

(2)工種の変更 

 

５ 白山林道利用促進事業費

補助金 

 

１ 白山林道利用促進事業費補助金 

２ 白山白川郷ホワイトロード利用支

援事業費補助金 

３ 白山林道管理運営支援事業 

  
補助対象事業費の２０％を超える増減 

 



 

区  分 

 

補   助   対   象   事   業 
 

経 費 の 配 分 の 変 更 
 

事 業 の 内 容 の 変 更 

 

６  森林整備事業 
 

１ 森林環境保全直接支援事業 

２ 特定機能回復事業 

４ 機能回復整備事業 

 

岐阜県森林整備事業実施要領（平成13 年４月

２日森第１号農山村整備局長通知）に掲げる事

業計画の変更 

 

岐阜県森林整備事業実施要領に掲げる事業計

画の変更 

 

３ 森林作業道 

 

岐阜県森林作業道実施基準（平成２３年６月２

日付け森第２８９号林政部長通知）に掲げる変

更 

 

岐阜県森林作業道実施基準に掲げる変更 

 

７ 原木低コスト供給対策 

事業 

 

・間伐材生産 

・路網整備 

 
 

補助金額の２０％を超える増減 

 

８ 林業循環成長対策森林整

備事業 

 

・間伐材生産 

・低コスト再造林対策 

・路網整備 

 
 

補助金額の２０％を超える増減 

 

９ 自伐林家型地域森林整備

事業 

 

・自伐林家型地域森林整備事業 
 

 

補助対象事業費の２０％を超える増減 

   

１０ 森林管理路緊急整備事

業 

 

・森林管理路緊急整備事業 
 

 

 

補助対象事業費の２０％を超える増減 

 

１１ 作業道防災機能強化事

業 

 

・作業道防災機能強化事業 
 

 

補助金額の３０％を超える増減 

 

１２ 種苗需給調整費補助金 
 

１ 岐阜県林業用種苗需給調整協議会 

運営費 

２ 岐阜県苗木生産経営安定化対策事

業 

  

補助対象事業費の２０％を超える増減 

 

１３ 林木育種事業 

 

・岐阜県苗木安定供給推進事業 

 

 

 

 

補助対象事業費の３０％を超える増減 

 



 

区  分 

 

補   助   対   象   事   業 
 

経 費 の 配 分 の 変 更 

 

事 業 の 内 容 の 変 更 

 

１４ 林業関係公社造林資金

利子助成事業 

 

１ 森林公社造林資金利子助成事業 

２ 木曽三川水源造成公社造林資金 

利子助成事業 

  

補助対象事業費の２０％を超える増減 

 

１５ 森林整備活性化資金   

制度利子助成金 

 

・森林整備活性化資金制度利子助成 

金 

  

補助対象事業費の２０％を超える増減 

 

１６  森林病害虫防除事業 
 

１ 松くい虫駆除促進事業 

３（１）森林病害虫等駆除事業 

 

国要綱別表１の「重要な変更」欄に掲げる変更 

 

国要綱別表１の「重要な変更」欄に掲げる変更 

 

２ 被害木駆除等促進事業 

３（２）獣害防除事業 

  

補助対象事業費の３０％を超える増減 

 

１７  林業構造改善事業費   

補助金 

 

１ 林業・木材産業構造改革事業 

２ 木質バイオマス加工流通施設等整

備事業 

 

林業・木材産業循環成長対策交付金にあっては

、森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策

補助金等交付等要綱別表１の「重要な変更」欄

に掲げる変更 

 

補助対象事業費の２０％を超える増減 

 

１８  森林組合連合会振興   

対策費補助金 

 

・教育指導事業 
  

補助対象事業費の２０％を超える増減 

 

１９ 森林組合広域合併等促

進対策事業費補助金 

 

１ 広域森林組合体制整備支援対策事

業 

２ 森林組合広域合併準備助成事業 

３ 森林組合経営体制支援事業 

  

補助対象事業費の２０％を超える増減 

 

２０ 入会資源総合活用促   

進対策事業費補助金 

 

１ 入会資源総合活用促進対策事業 

２ 入会資源調査測量事業 

  

補助対象事業費の２０％を超える増減 

 

２１  林業労働力対策費補   

助金 

 

１ 林業労働安全衛生総合対策事業 

２ 林業就業促進総合対策事業 

  

補助対象事業費の２０％を超える増減 



 

区  分 

 

補   助   対   象   事   業 
  

   経 費 の 配 分 の 変 更 

 

   事 業 の 内 容 の 変 更 

 

２２  木材生産モデル団地 

支援事業 

 

・林業機械導入促進事業   

 
・林業・木材産業循環成長対策交付金にあって
は、森林・林業・木材産業グリーン成長総合対
策補助金等交付等要綱別表１の「重要な変更」
欄に掲げる変更 

 

補助対象事業費の２０％を超える増減 

 

・合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削

減総合対策交付金交付等要綱別表の「重要な変

更」欄に掲げる変更 

 

・合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削

減総合対策交付金交付等要綱別表の「重要な変

更」欄に掲げる変更 
 

・森林の集約化モデル地域実証事業 
  

・森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策

補助金等交付等要綱別表１の「重要な変更」欄

に掲げる変更 

 

・森林の集積・集約化実証事業費補助

金 

  

森林の集積・集約化実証事業費補助金交付等要

綱別表の「重要な変更」欄に掲げる変更 

 

２３  木材産業活性化支援   

補助金 

 

１ 木材産業活性化対策事業 

２ 木材情報ネットワーク事業 

３ 県産材製品品質対策事業 

４ 県産材販売等促進事業 

  

補助対象事業費の２０％を超える増減 

 

２４  木の国・山の国ぎふ   

木づかい運動支援事業費補助

金 

 

・木の国・山の国ぎふ木づかい運動支

援事業費補助金 

 

  

補助対象事業費の２０％を超える増減 

 

２５  ぎふの木で家づくり   

推進事業費補助金 

 

１ 産直住宅普及活動支援事業 

２ 匠の国・岐阜県伝統建築セミナー

開催助成事業 

３ ぎふの木で家づくり支援事業 

４ 住宅用県産材高騰対策緊急支援事

業 

 

  

補助対象事業費の２０％を超える増減 



 

区  分 

 
補   助   対   象   事   業 

 
経 費 の 配 分 の 変 更 

 
事 業 の 内 容 の 変 更 

 

２６  ぎふの木の家海外建設

促進事業 

 

・ぎふの木の家海外建設促進事業 
  

補助対象事業費の２０％を超える増減 

 

２７  防災対策木材備蓄事業

費交付金 

 

・防災対策木材備蓄事業 
  

補助対象事業費の２０％を超える増減 

 

２８  ぎふ県産材利用促進施

設等整備事業費補助金 

 

・木造化支援 

・内装木質化支援 

・備品導入支援 

  

補助対象事業費の２０％を超える増減 

（入札による減額であって、現に交付決定を受

けた事業の内容に変更がない場合を除く。） 

 

 

２９ 特用林産振興対策事   

業費補助金 

 

１ きのこの生産資材調達支援事業 

２ 特用林産物競争力強化・販路拡大

支援事業 

３ 新規きのこ生産者就業定着給付金

事業 

４ きのこ生産資材導入支援事業 

５ 薪の広場支援事業 

  

１～３、５ 

補助対象事業費の 

２０％を超える増減 

 

４ きのこ生産資材導入支援事業 

補助金の３０％以上の増減 

 

３０  災害復旧事業（林業用

災害復旧事業費補助金を含む

。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 農林水産業施設災害復旧事業費国  

庫補助の暫定措置に関する法律（以下

この項において「暫定措置法」という

。）第３条第２項に規定する災害復旧

事業 

２ 暫定措置法第３条第３項に規定す  

る災害復旧事業 

３ 激
じん

甚災害に対処するための特別の  

財政援助等に関する法律に基づく災害

復旧事業 

４ 災害関連山村環境施設復旧事業 

 

１～３ 

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫

定措置に関する法律施行規則第２条及び農地

等に係る災害復旧事業費補助金交付要綱第４

に掲げる「軽微な変更」以外の変更 

 

 

 

 

 
４ 国要綱別表１の「重要な変更」欄に掲げる

変更 

 

 
１～３ 

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫

定措置に関する法律施行規則第２条及び農地

等に係る災害復旧事業費補助金交付要綱第４

に掲げる「軽微な変更」以外の変更 

 

 

 

 

 

４ 国要綱別表１の「重要な変更」欄に掲げる

変更 



 

区  分 

 

補   助   対   象   事   業 

 

経 費 の 配 分 の 変 更 
 

事 業 の 内 容 の 変 更 

 

３１ 岐阜県地域森林監理士

活用事業 

 
・岐阜県地域森林監理士活用事業 

  

補助対象事業費の２０％を超える増減 

 

３２ ヒノキ製品需要拡大 
施設等整備事業 

 

・ヒノキ製品需要拡大施設等整備事業 
 

  
 
補助対象事業費の２０％を超える増減 

 
３３ 林業事業体ＩＣＴ技術
等導入支援事業費補助金 
 

 
・林業事業体ＩＣＴ技術等導入支援事
業費補助金 

 

  
補助対象事業費の２０％を超える増減 

 
３４ 森林・山村多面的機能
発揮対策交付金 

 
・森林・山村多面的機能発揮対策交付  
 金事業 

  
補助対象事業費の３０％を超える減額 

 
３５ 森林づくり活動基盤整
備事業費補助金 

 
・森林づくり活動基盤整備事業 

  
補助対象事業費の２０％を超える増減 

 
３６ 緑の青年就業準備給付
金事業 

 
・緑の青年就業準備給付金事業 

 
国実施要領の「計画の重要な変更」に掲げる 
変更 

 
国実施要領の「計画の重要な変更」に掲げる 
変更 

 
３７ 県産材競争力強化・販
路拡大支援事業 
 

 
・県産材競争力強化・販路拡大支援事
業 

  
補助対象事業費の２０％を超える増減 

 
３８ 県産材等生産体制強化
施設整備事業 

 
・県産材等生産体制強化施設整備事業 
 

  
補助対象事業費の２０％を超える増減 

 
３９ ぎふの木需要拡大ネ
ットワーク活動支援事業 

 
・ぎふの木需要拡大ネットワーク活
動支援事業 

  
補助対象事業費の２０％を超える増減 

 



 

 

区  分 

 

補   助   対   象   事   業 
  

   経 費 の 配 分 の 変 更 

 

   事 業 の 内 容 の 変 更 

 
４０ 林業事業体木材生産向
上支援事業 

 
・林業事業体木材生産向上支援事業 

 

  
補助対象事業費の３０％を超える増減 

 
４１ 林業・木材事業者活
動強化支援事業 
 

 
・林業・木材事業者活動強化支援事
業 

  
補助対象事業費の２０％を超える増減 

 
４２ 木材産業国際競争力 
強化対策交付金事業 

 
・木材加工流通施設等整備事業 

 
合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削
減総合対策交付金交付等要綱別表の「重要な
変更」欄に掲げる変更 

 
補助対象事業費の２０％を超える増減 

 
４３ 県産材安定供給シス
テム構築整備事業  
   
 

 
・県産材安定供給システム構築整備
事業  

  
補助対象事業費の２０％を超える増減 

 
４４ 森林資源量調査効率
化事業 

 
・森林資源量調査効率化事業 

  
補助対象事業費の２０％を超える増減 
（入札による減額であって、現に交付決定
を受けた事業の内容に変更がない場合を除
く。） 

 
４５ 森林作業道強靭化事
業 

 
・森林作業道強靭化事業 

  
補助金額の３０％を超える増減 

 
４６ 再造林加速化促進事
業 

 
・再造林基金支援事業 
・再造林基金団体支援事業 
  

  
補助対象事業費の３０％を超える増減 
 

 
４７ 森林サービス産業緊
急支援事業 
 
 
 
 

 
・森林サービス産業緊急支援事業 
 

  
補助対象事業費の２０％を超える増減 
 



 
区  分 

 
補   助   対   象   事   業 

 
経 費 の 配 分 の 変 更 

 
事 業 の 内 容 の 変 更 

 
４８ 森林境界明確化支援
事業費補助金 
 

 
・森林境界明確化支援事業費補助金 
 

  
補助対象事業費の２０％を超える増減 
 

 
４９ 森の魅力創出支援事
業 

 
・森の魅力創出支援事業 

  
補助対象事業費の２０％を超える増減 

 
５０ フォレスト・クリー
ンアップ事業 
 

 
・フォレスト・クリーンアップ事業 

  
補助対象事業費の３０％を超える増減 

 
５１ エネルギーの森実証
支援事業費補助金 

 
・エネルギーの森実証支援事業 

  
補助対象事業費の３０％を超える増減 

 
５２ エネルギーの森整備
支援事業費補助金 

 
・エネルギーの森整備支援事業 

  
補助対象事業費の３０％を超える増減 

 
５３ 花粉の少ない森林へ
の転換促進事業 

 
・花粉の少ない森林への転換促進事
業 

 
花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策
地方公共団体事業費補助金交付等要綱（令和6
年12月17日付け6林整研第204号農林水産事務
次官依命通知）別表の「経費の配分の変更」欄
に掲げる変更 

 
花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策
地方公共団体事業費補助金交付等要綱別表の
「事業内容の変更」欄に掲げる変更 

 
５４ 岐阜県森林サービス
産業等環境整備支援事業費
補助金 

 
・岐阜県森林サービス産業等環境整
備支援事業 

  
補助対象事業費の２０％を超える増減 

 
５５ 広葉樹加工流通施設
等整備支援事業 

 
・広葉樹加工流通施設等整備支援事
業 

  
補助対象事業費の２０％を超える増減 



別表第３（第７条関係） 

事業着手届（別記第４号様式）及び事業完了報告（別記第４号様式）の提出を要しない事業 

１ 林道開設等事業 

５ 白山林道利用促進事業費補助金 

６ 森林整備事業（事業完了後において申請するものに限る。また、森林作業道の着手届

を除く。） 

９ 自伐林家型地域森林整備事業 

10 森林管理路緊急整備事業 

11 作業道防災機能強化事業 

12 種苗需給調整費補助金 

14 林業関係公社造林資金利子助成事業 

15 森林整備活性化資金制度利子助成金 

16 森林病害虫防除事業 

18 森林組合連合会振興対策費補助金 

19 森林組合広域合併等促進対策事業費補助金 

20 入会資源総合活用促進対策事業費補助金 

21 林業労働力対策費補助金 

22 木材生産モデル団地支援事業（森林の集約化モデル地域実証事業費補助金及び森林の

集積・集約化実証事業費補助金に限る。） 

23 木材産業活性化支援補助金 

24 木の国・山の国ぎふ木づかい運動支援事業費補助金 

25 ぎふの木で家づくり推進事業費補助金 

26 ぎふの木の家海外建設促進事業 

27 防災対策木材備蓄事業費交付金 

29 特用林産振興対策事業費補助金 

30 災害復旧事業（災害関連山村環境施設復旧事業を除く。） 

31 岐阜県地域森林監理士活用事業 

32 ヒノキ製品需要拡大施設等整備事業 

33 林業事業体ＩＣＴ技術等導入支援事業費補助金 

34 森林・山村多面的機能発揮対策交付金 

36 緑の青年就業準備給付金事業  

37 県産材競争力強化・販路拡大支援事業 

38 県産材等生産体制強化施設整備事業 

39 ぎふの木需要拡大ネットワーク活動支援事業 

40 林業事業体木材生産向上支援事業 

41  林業・木材事業者活動強化支援事業 

44 森林資源量調査効率化事業 

45 森林作業道強靭化事業 

46 再造林加速化促進事業 

48 森林境界明確化支援事業費補助金 

49  森の魅力創出支援事業 

50 フォレスト・クリーンアップ事業 



51 エネルギーの森実証支援事業 

52 エネルギーの森整備支援事業 

53 花粉の少ない森林への転換促進事業 

54 岐阜県森林サービス産業等環境整備支援事業費補助金 

55 広葉樹加工流通施設等整備支援事業 



別表第４（第８条関係） 

補助金精算書（別記第８号様式）の提出を要しない事業 

２ 森林修景事業    

５ 白山林道利用促進事業費補助金 

６ 森林整備事業（事業完了後において申請するものに限る。） 

７ 原木低コスト供給対策事業 

８ 林業循環成長対策森林整備事業 

９ 自伐林家型地域森林整備事業 

10 森林管理路緊急整備事業 

11 作業道防災機能強化事業 

12 種苗需給調整費補助金 

14 林業関係公社造林資金利子助成事業 

15 森林整備活性化資金制度利子助成金 

16 森林病害虫防除事業 

18 森林組合連合会振興対策費補助金 

19 森林組合広域合併等促進対策事業費補助金 

20 入会資源総合活用促進対策事業費補助金 

21 林業労働力対策費補助金 

22 木材生産モデル団地支援事業（森林の集約化モデル地域実証事業費補助金及び森林の

集積・集約化実証事業費補助金に限る。） 

23 木材産業活性化支援補助金 

24 木の国・山の国ぎふ木づかい運動支援事業費補助金 

25 ぎふの木で家づくり推進事業費補助金 

26 ぎふの木の家海外建設促進事業 

27 防災対策木材備蓄事業費交付金 

29 特用林産振興対策事業費補助金 

31 岐阜県地域森林監理士活用事業 

32 ヒノキ製品需要拡大施設等整備事業 

33 林業事業体ＩＣＴ技術等導入支援事業費補助金 

36 緑の青年就業準備給付金事業 

37 県産材競争力強化・販路拡大支援事業 

38 県産材等生産体制強化施設整備事業 

39 ぎふの木需要拡大ネットワーク活動支援事業 

40 林業事業体木材生産向上支援事業 

41 林業・木材事業者活動強化支援事業 

44 森林資源量調査効率化事業 

45 森林作業道強靭化事業 

46 再造林加速化促進事業 

47 森林サービス産業緊急支援事業 

48 森林境界明確化支援事業費補助金 

49  森の魅力創出支援事業 

50 フォレスト・クリーンアップ事業 



51 エネルギーの森実証支援事業 

52 エネルギーの森整備支援事業 

54 岐阜県森林サービス産業等環境整備支援事業費補助金 

55 広葉樹加工流通施設等整備支援事業 



別表第５（第１４条関係） 

農林事務所長への事務委任事項 

補助金又は補助対象事業の種類 事    務    委    任    事    項 

第一 

１ 林道開設等事業（県単事業（林道改良事業のう

ち白山林道に係るものに限る。）を除く。） 

２ 森林修景事業 

３ 林地崩壊防止事業 

４ 集落環境保全整備事業 

６ 森林整備事業 

７ 原木低コスト供給対策事業 

８ 林業循環成長対策森林整備事業 

９ 自伐林家型地域森林整備事業 

10 森林管理路緊急整備事業 

11 作業道防災機能強化事業 

13 林木育種事業 

16 森林病害虫防除事業 

21 林業労働力対策費補助金（岐阜県林業就業移住

支援事業及び林業架線人材育成・普及事業に限

る。） 

22 木材生産モデル団地支援事業（森林の集約化モ

デル地域実証事業費補助金及び森林の集積・集

約化実証事業費補助金に限る。） 

25 ぎふの木で家づくり推進事業費補助金（ぎふの

木で家づくり支援事業、住宅用県産材高騰対策

緊急支援事業及び岐阜県産直住宅協会の行う

事業を除く。） 

28 ぎふ県産材利用促進施設等整備事業費補助金

（複数の農林事務所の所管にわたるものを除

く。） 

29 特用林産振興対策事業費補助金（複数の農林事

務所の所管にわたるもの及びきのこ生産資材

導入支援事業（燃油・資材の森林由来資源への

転換等対策補助金対象者に限る。）を除く。） 

30 災害復旧事業 

31 岐阜県地域森林監理士活用事業 

32 ヒノキ製品需要拡大施設等整備事業（複数の農

林事務所の所管にわたるものを除く。） 

33 林業事業体ＩＣＴ技術等導入支援事業費補助

  金 

38 県産材等生産体制強化施設整備事業 

 

(1) 規則第４条に規定する交付申請書の 

受理  

(2) 規則第５条に規定する交付決定 

(3) 規則第６条第１号から第３号までに 

規定する承認 

(4) 規則第６条第４号に規定する報告の 

受理及び指示 

(5) 規則第７条に規定する交付決定の通 

知 

(6) 規則第９条に規定する交付決定の取 

消し等 

(7) 規則第１１条に規定する状況報告の 

受理 

(8) 第７条第１項に規定する事業完了届

による確認 

(9) 規則第１２条の規定による遂行命令 

 等 

(10)規則第１３条に規定する実績報告書 

の受理 

(11)規則第１４条に規定する補助金の額 

の確定等 

(12)規則第１５条に規定する措置命令等 

(13)規則第１６条に規定する補助金の交 

付  

(14)規則第１７条に規定する交付決定の 

取消し 

(15)規則第１８条に規定する返還命令

(16)地方自治法（昭和２２年法律第６７   

号）第２２１条第２項に規定する状  

況の調査及び報告の徴収 

 

 

 

 

 

 

 



補助金又は補助対象事業の種類 事    務    委    任    事    項 

40 林業事業体木材生産向上支援事業 

45 森林作業道強靭化事業 

46 再造林加速化促進事業 

47 森林サービス産業緊急支援事業 

48  森林境界明確化支援事業費補助金 

50 フォレスト・クリーンアップ事業 

52 エネルギーの森整備支援事業 

 

第二 

17  林業構造改善事業費補助金（作業道、取付道等

道路に係る補助金を除く。） 

19  森林組合広域合併等促進対策事業費補助金（県

森連が行う事業を除く。） 

20  入会資源総合活用促進対策事業費補助金 

22 木材生産モデル団地支援事業（林業機械導入促

進事業） 

29 特用林産振興対策事業費補助金（きのこ生産資

材導入支援事業（燃油・資材の森林由来資源へ

の転換等対策補助金対象者に限る。）） 

35 森林づくり活動基盤整備事業費補助金 

42 木材産業国際競争力強化対策交付金事業（

木材加工流通施設等整備事業に限る。） 

43 県産材安定供給システム構築整備事業 

55 広葉樹加工流通施設等整備支援事業 

 

第三 

25 ぎふの木で家づくり推進事業費補助金（ぎふの

木で家づくり支援事業（県外新築タイプを除く

。）及び住宅用県産材高騰対策緊急支援事業（

県外申請分を除く。）に限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 規則第１１条に規定する状況報告の

受理 

(2) 第７条第１項に規定する事業完了届

による確認 

(3) 規則第１４条に規定する報告書等の

書類の審査及び必要に応じて行う現地

調査等 

(4) 規則第１５条に規定する措置命令等  

(5) 地方自治法第２２１条第２項に規定

する状況の調査及び報告の徴収 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 規則第４条に規定する交付申請書の

受理 

(2) 規則第１４条に規定する報告書等の

書類の審査及び必要に応じて行う現地

調査等 

(3) 規則第１５条に規定する措置命令等 

(4) 地方自治法第２２１条第２項に規定 

する状況の調査及び報告の徴収 

 


